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第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 
1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

環境影響評価法第16条の規定に基づき，環境の保全の見地からの意見を求めるため，環境影響評

価準備書(以下「準備書」という。)を作成した旨及びその他の事項を公告し，準備書及び要約書を

公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに，インターネット利用により公表した。 

 
（1） 公告の日 

令和4年9月13日（火） 

 

（2） 公告の方法 

①鹿児島県公報による公告 

令和4年9月13日（火）付の県公報により公告を行った。〔別紙1参照〕 

 

②広報誌によるお知らせ 

屋久島町広報誌（町報やくしま令和４年９月号）に案内文書を掲載した。〔別紙2参照〕 

 

③インターネットによるお知らせ 

令和4年9月13日（火）から，下記のホームページに「お知らせ」を掲載した。 

・鹿児島県ホームページに掲載〔別紙3参照〕 

・屋久島町ホームページに掲載〔別紙4参照〕 

 

（3） 縦覧場所 

下記において縦覧を行った。また，鹿児島県及び屋久島町のホームページにおいて，インターネ

ットの利用により公表した。 

 
①縦覧箇所 

・鹿児島県土木部港湾空港課 

・熊毛支庁屋久島事務所建設課 

・屋久島町役場政策推進課及び各出張所 

 

②インターネットの利用による公表 

・鹿児島県ホームページにおける準備書及び要約書の公表〔別紙3参照〕 

・屋久島町ホームページにおける準備書及び要約書の公表〔別紙4参照〕 

 

（4） 縦覧期間 

令和4年9月13日（火）から令和4年10月12日（水）まで（土・日・祝日を除く） 

午前8時30分から午後5時15分まで 

※なお，インターネットの利用による公表は，上記の期間中，常時アクセス可能な状態とした。 
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（5） 縦覧者数 

縦覧者数（総数）4名（縦覧者名簿記載者数） 

（内訳） 

・鹿児島県土木部港湾空港課 1名 

・熊毛支庁屋久島事務所建設課 1名 

・屋久島町役場政策推進課及び各出張所 2名 
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2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催 

環境影響評価法第17条の規定に基づき，準備書の記載事項を周知するための説明会を開催した。 

説明会の開催の公告は，準備書の縦覧等に関する公告（別紙2参照）と同時に行った。 

 

（1） 開催場所 

屋久島町役場本庁舎議会棟やくしまホール（熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20） 

 

（2） 開催日時 

①令和4年9月30日（金） 19時00分～21時30分 

②令和4年10月1日（土） 10時00分～11時10分 

 

（3） 来場者数 

①令和4年9月30日（金） 23名 

②令和4年10月1日（土） 7名 

 

3. 環境影響評価準備書についての意見の把握 

環境影響評価法第18条の規定に基づき，環境の保全の見地からの意見を有する者の意見書の提出

を受け付けた。（意見書のフォーマットは，別紙5参照） 

 
（1） 意見書の受付期間 

令和4年9月13日（火）から令和4年10月26日（水）まで（縦覧期間及びその後2週間） 

 

（2） 意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・事業者への郵送による書面の提出 

 

（3） 意見書の提出状況 

意見書の提出は13通であった。 
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第2章 環境影響評価準備書について提出された環境保全の見地からの 

意見の概要及び事業者見解 

 
環境影響評価法第18条の規定に基づき，準備書について環境の保全の見地から提出された意見は

126件であった。 

環境影響評価法第19条の規定に基づく，準備書についての意見の概要と事業者見解は，次のとお

りである。なお、意見については原文の通り記載した。 

 

 

 

 

 

 

  



 

-5- 

 

 
環境影響評価準備書についての意見の概要と事業者見解 

 

No. 意見の概要 事業者見解 

1  馬毛島問題をふまえた上での軍事的利用の可能性を法

的見地,またはその場合の周辺環境への影響を示唆して

ください。 

 屋久島空港滑走路延伸事業は民間航空機を

対象とした事業であり，軍事的利用を対象と

した事業ではありません。そのため，航空機

の運航に係る予測については，民間航空機を

対象としております。 

2 P14 事後調査について 

周辺の環境における事後調査は,工事終了後数十年は

続けて,どれだけ自然界が回復するのかを見届けるべき

だと思います。 

そして,その様な記録を後世に残し,未来の人間社会へ

役立てるべきなのではないでしょうか？ 

 空港供用開始後（工事完了後）の事後調査

等は，予測の不確実性の程度が大きい選定項

目等について環境保全措置を講ずる場合や効

果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ず

る場合などに実施し，動物，植物については

移設（移植）後３年を基本に，専門家の意見

等を踏まえ適切な時期に実施する予定です。 

 また，事後調査結果については，県ＨＰに

公表することとしております。 

3 説明会では,ほとんどの回答が終始『環境保全目標を

満足しました』という回答で,自然界や島民への配慮が

欠けていた様に思いました。 

ただ単に国または県の基準をクリアーにすれば良いと

いう,そして,利益を追求し続ける人間社会…… 

持続可能な未来へと向かうのなら,自然が豊かになり,

人間社会も豊かになる,『共存』する道のりを可能な限

り模索すべきではないでしょうか？ 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるととも

に，観光，産業などの振興・発展を図る上か

らも極めて重要な社会基盤であると考えてお

ります。滑走路延伸については，地元屋久島

町からの要望を受けて県がその整備に向けて

現在取り組んでいます。令和元年度に実施し

たＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ）活動では，寄せ

られた御意見の約９割が整備を推進という結

果となっており，有識者による第三者委員会

からは，ＰＩ活動が適正に行われており，意

見の集約ができたとの評価を受け，住民の

方々の合意形成が図られたと判断し，滑走路

延伸の取組を継続しているところです。 

 なお，評価に当たっては，国又は地方公共

団体による環境保全の観点からの施策に関す

る基準又は目標をもとに設定した環境保全目

標との整合性の評価だけではなく、環境影響

の回避・低減に係る評価として，環境保全措

置等により，事業者の実行可能な範囲内で回

避・低減が図られているかについても評価し

ているところです。 

 環境影響評価の結果，環境保全目標との整

合が図られ，環境への影響は環境保全措置の

実施により事業者の実行可能な範囲内ででき

る限り回避・低減されることから，環境保全

への配慮は適正であると考えております。 

 空港整備については，環境影響評価の結果

を踏まえ，環境保全措置を適切に実施するな

ど環境面に十分配慮して進めてまいります。 
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No. 意見の概要 事業者見解 

4 ＨＰでの公表資料について 

ＨＰ上に公開されている準備書のデータに印刷できない

データでした（一部印刷可能なデータもありますが）。編

集をできないようにすることは加工防止のためと理解でき

ますが,印刷できないようにしている理由は何でしょう

か。すべて印刷できるようにしてほしいと思います。 

 現在は，印刷可能なデータとなっております。 

5 全般 

 飛行場が書かれている図が多数ありますが,それが今の

飛行場なのか工事後の飛行場なのかわかりにくいです。今

の形状であるのか,工事後の飛行場の形状なのかをそれぞ

れの図に記載していただければわかりやすいと感じます。 

また,事業実施区域及び周囲の概況では,工事前と工事後

の飛行場の両方の形状がわかるような記載したほうがわか

りやすいのではないでしょうか。 

 ご意見を踏まえて、評価書においては，現況と

将来の飛行場の形状の記載について併記するな

ど、わかりやすい記載に改めます。 

6 予測の前提 

土砂採取場の改変区域は丸で書かれていますが,土砂採

取場のどこからどれだけ実際に土砂を採取する場所がわか

りません。この情報だけ非公表となるとは思えませんの

で,詳細に記載してほしいと思います。 

 土砂採取量については，準備書(P230）に示す

とおり，現時点では不足土量 6 万㎥としておりま

す。 

 なお，島内工事で発生する建設発生土のうち，

搬入可能な土砂については，土質試験等を行い盛

土に適する土砂であることを確認した上で，積極

的に活用することを検討してまいりたいと考えて

おります。 

 土砂採取区域については，動物，植物に係る予

測・評価の結果を踏まえ，複数の保護上重要な種

が集中して生息することが確認された注目すべき

生息地の改変を避けた区域において，土砂採取を

することとしております。土砂採取する地点を示

すことで，希少な動植物の種及び場所が特定され

る可能性があることから，希少な動植物の保護の

ため，土砂採取区域の場所の詳細は記載しており

ません。 

7 予測の前提 

表 6.1-10 などで飛行機の機種名が羅列されていますが,

それぞれがどのような飛行機かわからないため,写真を載

せていただきたいです。 

 航空機の写真の知的財産権等の観点から掲載は

差し控えさせて頂いています。 

8 調査方法など 

調査方法,解析方法,調査結果などについて,より詳細に

記載すべきと思います。 

 環境影響評価準備書の作成に当たっては，調査

方法、解析方法について、可能な限り具体的に記

載しております。また、調査結果については、資

料編を含め、公開可能な範囲のすべての情報をお

示ししております。 

 今後の評価書の作成に当たっても、具体的，か

つ、分かりやすい資料となるよう努めてまいりま

す。 

9 その他 

説明会には残念ながら都合がつかず,参加できなかった

のですが,説明会でのやり取りや説明内容については公表

されないのでしょうか。 

 公表の予定はありません。 
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No. 意見の概要 事業者見解 

10 この事業は,かなりのエネルギー,費用,時間が必要と

なります。 

人間社会の向上だけでは無く,自然界への敬意と配慮

をもっと深刻に考えなければいけません。 

自然を壊すことは一瞬ですが,それらを回復させるた

めには膨大な時間と労力が必要となります。 

いま一度,計画の不備を見直して頂きたいと思いま

す。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，

観光，産業などの振興・発展を図る上からも極め

て重要な社会基盤であると考えております。滑走

路延伸については，地元屋久島町からの要望を受

けて県がその整備に向けて現在取り組んでいま

す。令和元年度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞ

ﾒﾝﾄ）活動では，寄せられた御意見の約９割が整

備を推進という結果となっており，有識者による

第三者委員会からは，ＰＩ活動が適正に行われて

おり，意見の集約ができたとの評価を受け，住民

の方々の合意形成が図られたと判断し，滑走路延

伸の取組を継続しているところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏

まえ，環境保全措置を適切に実施するなど環境面

に十分配慮して進めてまいります。 

11 経済,お金のためにこれ以上自然を壊すのですか？ 

壊された自然はとりもどすことができない。 

もういままのままで十分ではないかと正直思います。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，

観光，産業などの振興・発展を図る上からも極め

て重要な社会基盤であると考えております。滑走

路延伸については，地元屋久島町からの要望を受

けて県がその整備に向けて現在取り組んでいま

す。令和元年度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞ

ﾒﾝﾄ）活動では，寄せられた御意見の約９割が整

備を推進という結果となっており，有識者による

第三者委員会からは，ＰＩ活動が適正に行われて

おり，意見の集約ができたとの評価を受け，住民

の方々の合意形成が図られたと判断し，滑走路延

伸の取組を継続しているところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏

まえ，環境保全措置を適切に実施するなど環境面

に十分配慮して進めてまいります。 

12 羽田－屋久島と羽田－鹿児島－屋久島の比較について。 

以前の P.I 資料による試算では時間短縮にも運賃削減

にも大きな差がないことが分かった。アセス準備書には

この記載は欠落しているので変更なしと考えると,本事

業は目的からして破綻していると言わざるを得ない。 

 令和元年度のＰＩ資料では，羽田-屋久島と羽

田-鹿児島-屋久島において所要時間で１時間短

縮，費用で 2,100 円の減となっており，費用対効

果は 1.49 で事業効果はあると考えております。

今後，調査・設計を進めてより詳細な事業効果を

算出し事業の実施を判断したいと考えておりま

す。 

13 屋久島空港において今必要なのは,より確実な安全運

航のための施設・システムの整備,航空機の性能向上,運

行ダイヤの流動的な見直し等である。 

 屋久島空港滑走路延伸事業では，新たな飛行場

照明施設や無線施設の設置も計画しており，悪天

候による視界不良等の安全性が向上するものと考

えております。 

14 ところで,現行プロペラ機で途中経由の羽田－（給

油）－屋久島運行は出来ないのか。 

 現行では，羽田-鹿児島をジェット機，鹿児島-

屋久島をプロペラ機で運航しております。羽田-

鹿児島間のプロペラ機使用については，航空会社

の判断になります。羽田空港-屋久島空港につい

て現行のプロペラ機での就航については，屋久島

空港に給油施設がないため往復は困難でありま

す。また，航空関係者によると，羽田空港発着枠

の確保が困難なことから，より多くの旅客を搭乗

させたいためプロペラ機よりジェット機による運

航が一般的と聞いております。 

15 予測の前提 

準備書からは,造成の規模（盛土の高さや切土の深さ

など）やどこを切土しどこを盛土するかなどがわからな

いため,どの程度の工事が実施されるのかわかりませ

ん。 

 評価書には，縦断図及び標準断面図を掲載いた

します。 
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No. 意見の概要 事業者見解 

16 滑走路延伸に係る基本計画 

対象事業の目的及び内容 

 屋久島での受入態勢はできていないと感じる。（宿,

飲食） 

増やすとなるとそれはまた環境を壊すことになり,お

客様になにを見せたいのか不明になる。（豊かな自然を

見に来たのに,人工物だらけならば,屋久島の価値はな

い。 

 屋久島への船舶・航空機での入込客数は，新型

コロナウイルスの影響がなかった平成３０年度で

約２８万人です。過去の最大入込客数は平成１９

年度の約４０万人で既存施設にて対応した実績が

あります。御懸念の件につきましては，地元屋久

島町と必要に応じて対応を検討してまいります。 

17 全体を通して 

空港の滑走路延伸をしないでほしい。 

説明会に参加しました, 

説明をうかがうほどにこの工事が環境に与える影響の

大きさを感じました。 

いかに影響を少なくしようとつとめても,その影響は

はかり知れず,空港を大きくすることの利便性とくらべ

て,あまりにも,大きすぎると思いました。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，

観光，産業などの振興・発展を図る上からも極め

て重要な社会基盤であると考えております。滑走

路延伸については，地元屋久島町からの要望を受

けて県がその整備に向けて現在取り組んでいま

す。令和元年度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞ

ﾒﾝﾄ）活動では，寄せられた御意見の約９割が整

備を推進という結果となっており，有識者による

第三者委員会からは，ＰＩ活動が適正に行われて

おり，意見の集約ができたとの評価を受け，住民

の方々の合意形成が図られたと判断し，滑走路延

伸の取組を継続しているところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏

まえ，環境保全措置を適切に実施するなど環境面

に十分配慮して進めてまいります。 

18 全体を通して 

又,南西諸島の現状を考えた時に,軍事利用されない

か,心配です。 

 屋久島空港滑走路延伸事業は民間航空機を対象

とした事業であり，軍事的利用を対象とした事業

ではありません。 

19 ◎人が増え屋久島の自然が保てなくなる 

経済効果は一見ありがたいように思われるが,山に入

る人の数が大幅に増加すると,リゾート化するのではな

いか・・・。石垣島も以前は,もっと視線が豊かであっ

た。 

山に入る人が増え,世界遺産の島,屋久島が保てなくな

ると思われる。 

 御意見の趣旨は，オーバーツーリズムへの懸念

と思われます。オーバーツーリズムについては，

屋久島の観光における課題のひとつと考えてお

り，環境保全を含めた受入体制等について，屋久

島町や地元の皆様と一緒になって考えてまいりま

す。 

20 私は,2 度大阪から屋久島を訪れました。 

必要なものしかない屋久島。 

私の住んでいる大阪は物であふれています。ほんとに

必要な物は何かを問われる気がしました。大自然の恵

み,太陽が降り注ぎ,豊かな水,美しい海,山。 

次世代にその美しさを残していってほしいです。 

経済が豊かになっても,自然を失ったら生態にも影響

があり,私達人間にも影響があります。 

どうか,今のままの屋久島を存続させてください。 

よろしくお願いいたします。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，

観光，産業などの振興・発展を図る上からも極め

て重要な社会基盤であると考えております。滑走

路延伸については，地元屋久島町からの要望を受

けて県がその整備に向けて現在取り組んでいま

す。令和元年度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞ

ﾒﾝﾄ）活動では，寄せられた御意見の約９割が整

備を推進という結果となっており，有識者による

第三者委員会からは，ＰＩ活動が適正に行われて

おり，意見の集約ができたとの評価を受け，住民

の方々の合意形成が図られたと判断し，滑走路延

伸の取組を継続しているところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏

まえ，環境保全措置を適切に実施するなど環境面

に十分配慮して進めてまいります。 

21 パンデミックによる移動制限を経て,航空業関係は先

が見通せない。 

三菱重工の国産ジェット旅客機事業は撤退した。 

脱化石燃料が進む中,代替え燃料の実用化は期待でき

るのか。 

このような不透明要素が山積みの現状において,８年

を要する巨額の大工事はいらない。 

 滑走路延伸に係る空港整備は，ジェット機就航

の見込みを確認した上で進めてまいります。 

 また，国において，航空分野における脱炭素化

の推進を図る一環として空港法の一部を改正した

ところであり，県においても，空港の脱炭素化の

取り組みを進めていく予定です。 
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22 対象事業の目的と内容 

 ターミナル施設も新しく作られるようですが,それぞれ

の建物の構造などの詳細を記載すべきではないでしょう

か。また,給油施設が作られるようですが,これはどのよ

うな施設でしょうか。 

 ターミナル地域において県が設置する電源局舎，

消防車庫及び民間事業者が設置する旅客ターミナル

ビル，給油施設については，施設配置計画は決定し

ていますが，現段階で建物の詳細な設計等は行って

おりません。 

 今後，県においては滑走路延伸事業の開始後，調

査・設計等を行う予定であり，その時点で民間事業

者においても調査・設計等が行われるものと考えて

おります。旅客ターミナルビルの整備に当たって

は，鹿児島県景観条例の基本理念等を十分踏まえた

対応が図られるよう，民間事業者と調整を図ってい

くこととしております。 

 給油施設は航空機に燃料を供給するための貯蔵タ

ンク，ローリー積卸所，レフューラー置場等の施設

を想定しております。 

 なお、今後の施設計画の具体化に当たっては、民

間事業者にも働きかけ、より環境影響の少ないもの

とするよう努めてまいります。 

23 P11,12 の土砂採取,土砂採取後の植生回復措置について 

土砂採取場所を決めた基準は,どの様なものなのでしょ

うか？島内には,様々な場所で工事が行われ,その際に不

要となった土砂があちこちに積まれていくのでは？ 

そのような,不要な土砂を再利用することは,検討され

なかったのでしょうか？ 

 現段階でまとまった土砂を確保できる公共工事の

予定が島内においてないことから，屋久島町と協議

し，空港近隣で住宅等へ影響が少ない現予定箇所を

選定しました。 

 島内工事で発生する建設発生土のうち，搬入可能

な土砂については，土質試験等を行い盛土に適する

土砂であることを確認した上で，積極的に活用する

ことを検討してまいりたいと考えております。 

24 対象事業の目的と内容 

新しく排水先は増えると書かれていますが,これはどの

ような構造のものなのでしょうか。また,海への排水部分

はどのような構造でしょうか。 

 排水施設等の構造については事業実施段階で詳細

に検討を行います。なお、施設計画の具体化にあた

っては、より環境影響の少ないものとするよう努め

てまいります。 

25 水質 

浄化槽の規模や構造はどのようなものでしょうか。ど

こに作るのか,どういったルートで排水されるか記載が見

当たらないため記載したほうが良いと思います。 

 民間事業者が設置する旅客ターミナルビルの浄化

槽の規模等については、事業実施段階に民間事業者

において検討される予定です。旅客ターミナルビル

等の整備に当たっては，適切な環境配慮が図られる

よう，民間事業者と調整を図っていくこととしてお

ります。 

26 水質 

給油施設が作られるようとありますが,この施設の排水

はどのように処理されるのでしょうか。処理施設のよう

なものも新しく作られるのでしょうか。 

災害や事故によって油が流出した場合についても予

測・評価をすべきと思います。 

 民間事業者が設置する給油施設の構造等について

は、事業実施段階に民間事業者において検討される

予定です。なお、災害・事故の際は、水質汚濁防止

法等関係法令に基づき適切に対応することとなりま

すので、本環境影響評価の項目としては対象として

いません。 

 旅客ターミナルビル等の整備に当たっては，適切

な環境配慮が図られるよう，民間事業者と調整を図

っていくこととしております。 

27 動物 

合併処理浄化槽の設置を保全措置としていますが,これ

は法令で必ず行わなければならいことで事業者の努力に

よるものではないため,保全措置として扱われるものでは

ないと思います。高性能なものを用いるということであ

れば,その旨を記載すべきと思います。 

 法令に基づき，合併浄化槽を設置する計画として

おりますが，環境への負荷軽減に有効なことから，

環境保全措置として記載しました。 

28 予測の前提 

工事に使う資材は,すべて屋久島内から持ってくるので

しょうか。島外からの資材の搬入はないのでしょうか。

また,廃棄物はすべて屋久島内で処分するのでしょうか。 

 屋久島に工場等がない場合，島外から資材等を搬

入する場合もあります。 

 廃棄物等については，関係法令に基づき適切に処

理いたします。基本的に島内で再資源化することと

しておりますが，島内に処理施設がない場合におい

ては島外で処理します。 
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29 対象事業の目的と内容 

 滑走路の延長部分はどのような構造なのでしょうか。

地盤改良を行う計画は何のでしょうか。もし,地盤改良を

行うのならば,六価クロムなどの有害物質の流出の懸念は

ないのでしょうか。 

滑走路の延伸部について，現時点で地盤改良を実

施する計画はありません。 

30 6.1.1 施工計画 

工事工程が８年となっているが,環境の保全のため,工

期を可能な限り,短くする（例：工事工程を８年から４年

にする）ことにより,環境への影響を低減できると思われ

るので,工期を８年より短くすることを検討して欲しい。 

滑走路延伸に係る工事については，空港を運用し

ながらの実施となり，夜間工事を伴うことになるた

め，作業効率が著しく低下することから工期の大き

な短縮は困難と考えています。しかしながら，可能

な範囲で短縮し，早期の供用開始を図ります。 

31 2.2.4 基本計画図 

旅客ターミナルそのものの施工様式について,屋久島町

議会より屋久島の地杉を使った,木造の旅客ターミナルを

建築して欲しい旨の請願が県に要望したと思うが,木造の

旅客ターミナルにした場合の環境への影響などを検討し

て欲しい。 

 県が管理する空港の旅客ターミナルビルは，空港

ビル会社が整備し，所有していることから，滑走路

延伸の事業化が決定後，空港ビル会社が新たな旅客

ターミナルビルの整備について検討を行っていくも

のと考えており，その時点で必要に応じて環境への

影響等を検討するよう事業者として働きかけます。 

32 対象事業の目的と内容 

（意見 No.104 の続き） 

また,この部分の工事はどのように行うのでしょうか。

土砂が川から海に流れていくことはないのでしょうか。 

 当該部分の工事は河川の河床を床掘後，暗渠を施

工します。床掘の際は，水流の少ない渇水期に仮締

切による水替を行う等の環境保全措置により，土砂

流出の軽減に努めたいと考えております。工事の具

体的な内容等については、今後の詳細な検討により

決定します。 

33 その他 

土砂採取場の周辺の道路は歩道もなく極めて狭くなっ

ています。この道路を多数の工事車両が通行することは

危険ではないかと思います。何か安全対策を講じるので

しょうか。 

また,工事車両の通行ルートと国道との交差点には信号

がありませんが,こちらについても何か安全対策を講じる

計画があるのでしょうか。 

 土砂採取区域周辺の通行ルートについては、一方

通行として計画しています。 

 なお、必要に応じて交通誘導員を配置するなど安

全に配慮した施工を行います。 

34 大気質・騒音・振動 

資材運搬車両経路が空港側の対象事業実施区域とつな

がっていないのはおかしいのではないでしょうか。また,

廃棄物の処分先までのルートや工事の資材などが運び込

まれるルートの記載がありません。 

 本事業の資材等運搬における最大の環境影響要因

は、主に盛土用の土砂類であることから、当該資材

の運搬車両等のルートを掲載しています。 

35 大気質 

飛行機の運航に係る大気質については,過去の鹿児島知

事意見を見るとＰＭ2.5 の構成成分である炭化水素や移

動体からの届出外排出量として集計されているベンゼン

等６項目についても調査・予測・評価を行うべきと指導

していますので,同様にこれらの物質についても調査・予

測・評価を行うべきです。 

 航空機の運航に伴う大気質への影響については，

「飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る

環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予

測及び評価を合理的に行うための手法を選定するた

めの指針、環境の保全のための措置に関する指針等

を定める省令(平成 10 年運輸省令第 36 号)」（以下

「主務省令」という）に示される窒素酸化物を基本

とし、さらに事業区域周辺に住居等が分布している

ことを勘案して、浮遊粒子状物質を対象として、方

法書を作成し、一般意見や鹿児島県知事意見を踏ま

えて、予測項目を決定しました。 

 なお、延伸後は，1 日 1 往復程度のジェット機の

運航の増加の見込みであるため、PM2.5 その他の大

気汚染物質の排出量が現状から大きく増加するもの

ではないと考えられることから、その他の大気汚染

物質は，予測項目としておりません。 
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36 ◎準備書のあらましｐ2 に関し

て 

 説明会において「小型ジェッ

ト機とプロペラ機の音量の違い

はどれくらいなのか？ 

 具体的な音量をわかりやすく

説明してほしい」と尋ねたとこ

ろ,「環境保全目標を満足しま

した」との回答。P8に数値を提

示していますが,それがどのく

らいの音なのか,島民にわかり

やすく説明がなされていませ

ん。 

 人はもとより,具体例を細か

くあげて,周辺に生息する生命

体への影響がどういうモノなの

か調査,実験を行ってくださ

い。 

 「航空機騒音に係る環境基準について」（環境省告示）により、航空機騒

音の評価量として Ldenが採用されており、航空機騒音の継続時間や発生時間

帯の違い、地上騒音等の寄与を考慮した総暴露量の評価となっております。 

 延伸後は，1 日 1 往復程度のジェット機の運航の増加となる見込みである

こと，また，特に影響を受けやすくなる鳥類や哺乳類の繁殖に係る行動が確

認されていないことから、航空機の運航に伴う動物への影響については、重

要な鳥類へのバードストライク発生のおそれのみを影響要因として設定して

おり、騒音影響は影響要因として取り上げておりません。方法書にこのよう

にお示しさせていただき、手続きを経て環境影響評価の対象を決定させてい

ただきました。 

 なお、現在のプロペラ機と将来就航予定のジェット機の騒音レベルの差

は，離陸時が最も大きく，離陸地点付近で，最大で 10 数 dB 程度と想定して

います。また、ジェット機から受音点までの距離が大きくなるとその差は小

さくなる傾向にあり，上空飛行時における地上付近の騒音レベルの差は数 dB

程度と想定されます。そのため、ジェット機の飛行により，海上において、

騒音レベルが現在よりも大きくなることは考えられますが、最大でも数 dB程

度以下になると想定されます。さらに，海面での反射等により，海中に到達

する騒音は減少するため，今回の就航するジェット機による水中の音圧は，

魚類の忌避・逃避が生じるとされる 140dB（畠山ら 1997）を超えないと想定

されるため，海域動物への影響はほとんど生じないものと考えます。 

37  P8の騒音に関して,風の強さ,

風向きも考慮されているのでし

ょうか？ 

 屋久島は,季節によって様々

な方向から,様々な強さの風が

吹きます。その点が考慮されて

いない様なので,あらゆる条件

下における調査が必要と思われ

ます。 

『予測結果は全て環境保全目

標を満足しました』 

数値を見た限りでは,ギリギ

リ目標をパスしている感じで

す。 

この環境保全目標というモノ

が,どの程度環境にインパクト

を与えて良しとするのかが示さ

れていません。 

目標の数値は,自然環境への

影響よりも,建設機械,運搬車

両,航空機の出す騒音を基準に

考えられている様に思います。 

騒音による影響は,どの様な

実験,調査結果が元になってい

るのでしょうか？ 

 影響範囲が近距離である「建設機械の稼働」及び「資材等運搬車両の運

行」に係る騒音については、「建設工事騒音の予測モデル（ASJCN-

Model2007）」（社団法人日本音響学会、平成 20 年）及び「道路交通騒音の

予測モデル（ASJ RTN-Model2018」（社団法人日本音響学会、令和元年）に基

づき、無風時を標準として設定しております。影響範囲が広い航空機騒音に

ついては、過去の気象条件に基づく運行実績により、予測時の運行・離着陸

方向を設定しています。 

 環境保全目標は、国又は地方公共団体による環境保全の観点からの施策に

関する基準又は目標をもとに設定しています。 

 具体的には、「生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的

とした規制基準」、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持され

ることが望ましい基準である環境基準」が挙げられ、土地利用（住居地域、

商工業地域等）により基準の当てはめがなされます。本事業ではこれらの基

準等を参考に環境保全目標を設定しています。 

 評価においては，「主務省令」に基づき，環境保全目標との整合性を評価

することに併せて、環境影響の回避・低減に係る評価として，環境保全措置

等により，事業者の実行可能な範囲内で回避・低減が図られているかについ

ても評価しています。 

 なお，騒音に係る動物，植物等の自然環境への影響については、国又は地

方公共団体による環境保全の観点からの施策に関する基準又は目標が定めら

れていません。このため、自然環境に関する外部の専門家の助言、指導を踏

まえて調査、予測及び評価を行うことで客観性の確保を図っています。 
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38 騒音 

ジェット機の音聞くことになる。 

人間にも健康的によくない,ストレス。 

この海域はざとうクジラやイルカがいます。 

 

屋久島では 12 月から 4 月までザトウクジラの出現頭数

700 頭以上います。 

彼らは音に敏感です。 

深い海に潜るため,音で世界を見ています。 

そして水面に出てくるので音は必ず彼らに影響してい

ます。 

この時期繁殖と子育ての時期。 

あかちゃんクジラはまだ潜れないため,水面によくいる

ことがあります。 

お母さんはそんなに深くないところにいます。 

なので騒音はかなり彼らに影響します。 

クジラがいなくなると私達の海,生態系にも影響ができ

て,海に依存している人間にもとって影響があります。 

 環境保全目標として、生活環境の保全の観点で定

められた「航空機騒音に係る環境基準」を設定して

おり、予測結果は環境保全目標との整合性は図られ

ているものと評価しております。 

 なお、現在のプロペラ機と将来就航予定のジェッ

ト機の騒音レベルの差は，離陸時が最も大きく，離

陸地点付近で，最大で 10 数 dB 程度と想定していま

す。また、ジェット機から受音点までの距離が大き

くなるとその差は小さくなる傾向にあり，上空飛行

時における地上付近の騒音レベルの差は数 dB 程度

と想定されます。そのため、ジェット機の飛行によ

り，海上において、騒音レベルが現在よりも大きく

なることは考えられますが、最大でも数 dB 程度以

下になると想定されます。さらに，海面での反射等

により，海中に到達する騒音は減少するため，今回

の就航するジェット機による水中の音圧は，魚類の

忌避・逃避が生じるとされる 140dB（畠山ら 1997）

を超えないと想定されるため，海域動物への影響は

ほとんど生じないものと考えます。 

39 騒音 

建設作業騒音レベルの環境基準は個別の住宅等におけ

る値であって,周辺には幹線道路に面しない住宅もあるた

め「幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値」を参

考としていることはおかしいと思います。屋久島は極め

て静かな環境であることや,騒音規制法の第 1 種区域

（良好な住居の環境を保全するために特に静穏の保持を

必要とする区域）とされていることを考えると,騒音の環

境基準は最低でも A 地域の一般基準値（昼間 55dB 以下,

夜間 45dB 以下）と比較すべきと考えます。 

また,空港近傍にグループホームや診療所があります

が,これら施設を予測地点に加えて,個別に AA 地域の基

準値で影響を評価すべきではないでしょうか。 

そもそも,現況調査結果では参考の環境基準値に一般地

域のB 地域の値を用いて比較しているのに,なぜ評価では

より緩い基準値と比較しているのでしょうか。B 地域と

比較すると基準値を超過してしまうことを隠したかった

のではないかと疑ってしまいます。 

 騒音に係る環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及

び建設作業騒音には適用しないこととされておりま

す。 

 また、対象地域は環境基準の類型指定がなされて

いない地域です。 

 しかしながら，本事業における建設作業騒音に係

る評価では，より積極的に環境配慮を図る目的か

ら，特定建設作業騒音に関する基準に加えて，対象

事業実施区域近傍の住居が県道沿線に立地している

現況を鑑みて，県道沿線に当てはめられる「幹線交

通を担う道路に近接する空間」の環境基準値を環境

保全目標として設定したものです。 

40 騒音 

敷地境界の騒音レベルについて,LA5 の予測で,規制値

ギリギリとなっています。予測は建設機械が工事区域に

均等に配置されている前提となっていますが,実際の工事

では機械が敷地境界の近くで集中して利用されることも

あると思いますので,この前提はおかしいのではないでし

ょうか。改めて,実際に工事の状況に合わせて予測すべき

である。 

 本事業においては，建設機械は期間を通じて移動

しながら施工を行うことから，準備書では工事区域

に建設機械を面的に配置した計画として予測を行っ

ています。ただし、現時点では予測条件とした建設

作業機械の種別・台数やその作業範囲・期間等の工

事計画について不確実性が含まれるため、事後調査

を実施することとしており、その結果により必要に

応じて追加の環境保全措置を検討、実施する計画と

しています。 

41 騒音 

保全措置として工事の細分化や施工時期に分散化を検

討するとしているが,そもそも,その検討を行ったうえで

予測評価すべきではないでしょうか。書くだけ書いて,実

際はそのようなことがなされないのではないかと疑って

しまいます。 

 騒音に係る予測評価の結果，環境保全目標との整

合性が図られると予測しているところですが，事業

者の実行可能な範囲内で，より一層の影響の低減を

図るため，環境保全措置として「工事の細分化や施

工時期の分散化を検討」することとしております。 

 環境影響評価書に記載した環境保全措置について

は、確実に実施し，事後調査報告書等により報告・

公表することとしております。 
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42 騒音 

土砂採取場での騒音について,調査・予測・評価が見受

けられません。土砂採取場での作業による騒音について

も調査・予測・評価を行うべきと思います。 

 土砂採取区域周辺については、住居等の立地状況

等を踏まえ，調査，予測及び評価の地点としており

ません。 

43 騒音 

道路交通騒音について,屋久島空港近傍は観光客の利用

も多いため,夏休みやゴールデンウィークなどの繁忙期に

おいても調査を行い,繁忙期の交通騒音について予測評価

をするべきと思います。 

 騒音に係る環境基準の評価マニュアルにおいて、

「平均的な状況となる日で平日を対象とし、夏休み

等は避けるべき」とされていることから，本準備書

においては，平日を対象とした道路交通騒音及び交

通量を使用して予測を行っております。 

44 騒音 

道路交通騒音について,土砂採取場と県道を結ぶ道路の

近傍にも民家などがありますが,土砂採取場と県道を結ぶ

道路上での調査・予測がなされていないように思いま

す。土砂採取場と県道を結ぶ道路でも道路交通騒音の調

査・予測を行うべきと考えます。また,評価する場合は,

幹線道路でないことを踏まえて評価するべきと思いま

す。 

 資材等運搬車両の騒音については、現況交通と合

わせて走行台数が最大となる県道を評価対象として

方法書段階で地点を選定しております。ご意見の土

砂採取区域までの町道は、現況交通がほとんどなく

資材等運搬車両の走行が主となりますが、工事関係

者への資材等運搬車両の運行方法の指導等の環境保

全措置を実施し、環境影響をできる限り低減してま

いります。 

45 騒音 

ジェット機が離着陸することでこれまでより大きな騒

音となるのではないかと感じます。平均化された Lden だ

けでなく騒音の最大値も示し,現在よりどの程度騒音が大

きくなるか示すべきではないでしょうか。 

 「航空機騒音に係る環境基準について」（環境省

告示）により、航空機騒音の評価量として Lden が採

用されており、航空機騒音の継続時間や発生時間帯

の違い、地上騒音等の寄与を考慮した総暴露量の評

価となっております。 

 なお、現在のプロペラ機と将来就航予定のジェッ

ト機の騒音レベルの差は，離陸時が最も大きく，離

陸地点付近で，最大で 10 数 dB 程度と想定していま

す。また、ジェット機から受音点までの距離が大き

くなるとその差は小さくなる傾向にあり，上空飛行

時における地上付近の騒音レベルの差は数 dB 程度と

想定されます。 

46 騒音 

夜間に飛行しない可能性がゼロではないのだから,夜間

の飛行した場合の騒音も予測・評価すべきではないしょ

うか。 

 航空機騒音に関わる環境基準（時間帯補正等価騒

音レベルLden）は、1日の時間帯を「午前7時から午

後 7 時（日中）」、「午後 7 時から午後 10 時（夕

方）」、「午前 0 時から午前 7 時と午後 10 時から午

後 12 時（夜間）」の 3 つの時間帯区分に分け、それ

ぞれの区分に応じて騒音レベルの重み付けをして値

を算定します。 

 滑走路延伸後の屋久島空港の運用時間は現在と同

じ午前 8時 30分から午後 7時 30分の計画としていま

す。また、新規就航するジェット機便の到着・出発

は「午前7時から午後7時（日中）」の時間帯を想定

しています。ただし、到着便遅延等の影響により、

出発時刻が遅れる可能性があります。 

 そこで、航空機騒音予測に当たっての飛行時間帯

は上記の3つの時間帯のうち、新規就航となるジェッ

ト機の定時到着・出発となる「午前7時から午後7時

（日中）」を基本とし、遅延を考慮して「午後7時か

ら午後 10 時（夕方）」において、過去の定期運航便

の離着率時間帯実績の比率で飛行することを前提条

件として、予測・評価を行っています。そのため、

ジェット機の年間離発着の一部が「午後7時から午後

10 時（夕方）」に離着陸することを考慮した条件で

予測・評価を行っています。 

47 騒音 

ジェット機の利用が可能になることで,沖縄と本土を結

ぶ飛行機の緊急時の着陸に用いられる可能性があるので

はないでしょうか。定期便だけでなく,緊急時の利用も加

味した飛行回数を基に騒音を予測・評価とすべきと考え

ます。 

 非常事態や緊急時の離着陸の便数やその可能性を

推計することは困難であると考えます。 

 なお、環境監視調査として航空機運航開始後には

調査を行い、必要に応じて、専門家等の助言を踏ま

え、追加的な環境保全措置を講ずることとしていま

す。 



 

-14- 

 

 

No. 意見の概要 事業者見解 

48 振動 

予測は建設機械が工事区域に均等に配置されている前

提となっていますが,実際の工事では機械が敷地境界の近

くで集中して利用されることもあると思いますので,この

前提はおかしいのではないでしょうか。改めて,実際に工

事の状況に合わせて予測すべきであると考えます。 

 本事業においては，建設機械は期間を通じて移動

しながら施工を行うことから，準備書では工事区域

に建設機械を面的に配置した計画として予測を行っ

ています。ただし、現時点では予測条件とした建設

作業機械の種別・台数やその作業範囲・期間等の工

事計画について不確実性が含まれるため、事後調査

を実施することとしており、その結果により必要に

応じて追加の環境保全措置を検討、実施する計画と

しています。 

49 振動 

土砂採取場での作業による振動について,調査・予測・

評価が見受けられません。土砂採取場での作業による振

動についても調査・予測・評価を行うべきと思います。 

 土砂採取区域周辺については、住居等の立地状況

等を踏まえ，調査，予測及び評価の地点としており

ません。 

50 振動 

道路交通振動について,土砂採取場と県道を結ぶ道路の

近傍にも民家などがありますが,土砂採取場と県道を結ぶ

道路上での調査・予測がなされていないように思いま

す。土砂採取場と県道を結ぶ道路でも,調査・予測・評価

を行うべきと考えます。 

 ご意見の土砂採取区域までの町道は、現況交通が

ほとんどなく資材等運搬車両の走行が主となります

が、工事関係者への資材等運搬車両の運行方法の指

導等の環境保全措置を実施し、環境影響をできる限

り低減してまいります。 

51 水質 

沈砂池の場所や構造が示されていないため,予測の妥当

性が確認できません。 

準備書においては、水質、動物・植物等の影響予

測のため、仮設沈砂池の規模の基本方針を示してい

ます。具体的な沈砂池の場所等については、環境保

全措置として、「工事の進捗に合わせて、適宜、濁

水量や放流先を勘案の上、仮設沈砂池を設け、この

仮設沈砂池にて雨水排水中の浮遊物質を沈降させた

上で放流する。なお、放流先の切り替え等に当たっ

ては、水質汚濁防止、動植物等への影響低減の観点

から、現況に応じて放流地点を適切に設定する。」

こととしており、今後の詳細な設計検討及び工事時

の実際の土質等を踏まえて適切に対応することとし

ています。 

 なお、仮設沈砂池の機能の確認，適切な維持，状

況確認のため，環境監視調査や事後調査を実施する

計画としており、その結果を踏まえて、施工計画の

見直し等追加的な環境保全措置を講ずることとして

います。 

52 水質 

日常的な降雨強度について,過去 10 年間の時間雨量の

発生頻度として 87％を占めるとしていますが,これは降

雨のない時間も含めた値です。降雨のあった時間だけを

もとに割合を計算したうえで日常的な降雨量を設定すべ

きと考えます。実際,水質調査を行った降雨の日はすべて 

3mm/h を超える降雨が確認されていますし,準備書に書か

れている沈砂池から出てくる SS の予測方法では 3mm/h 

を超える時間が 1 時間でもあれば,その時間は予測を超

える SS が流出することになるので過小な予測となって

いる可能性が疑われます。 

 準備書で使用した過去 10 年間の時間雨量の発生

頻度は，気象庁統計により降水時間を集計した結果

で、降雨のない時間は含んでいません。 

 また，日常的な降雨の降雨強度については，「面

整備事業環境影響評価技術マニュアル」において人

間活動が見られる日常的な降雨として示されている

3mm/h を設定しました。 

 水質汚濁に係る環境基準については，通常の状態

での水質を対象としており，一時的な降雨時の水質

に適用される基準ではありませんが，本事業におけ

る水の濁りに係る評価では，環境に最大限配慮する

観点から，日常的な降雨時の河川水の浮遊物質量に

ついて，環境基準の A 類型の値を参考に，環境保全

目標として設定しました。 

 なお、仮設沈砂池の機能の確認，適切な維持，状

況確認のため，環境監視調査や事後調査を実施する

計画としており、その結果を踏まえて、施工計画の

見直し等追加的な環境保全措置を講ずることとして

います。 

  



 

-15- 

 

 

No. 意見の概要 事業者見解 

53 水質 

降雨強度について,30 年確立降雨強度よりも過去 10 

年間の時間最大降雨 107.5mm/h のほうが大きいので,10 

年間の時間最大降雨を用いるとしていますが,気象庁のＨ

Ｐを見ると,屋久島の過去 10 年間での時間最大降雨は 

117.5mm/h となっています。 

また,そもそも過去 30 年で見ると時間最大降雨は 

125.0mm/h ですから,造成等の施工による一時的な影響に

伴う水質に係る環境影響を過小に予測しているように思

います（そもそも 30 年確立降雨強度と,過去 30 年では

なく過去 10 年と比較していることに疑問を覚えま

す）。 

過去の鹿児島知事意見を見ると観測史上１位の日最大

１時間降水量及び同降水量に 1.2 を乗じた降水量を用い

るように指導していますので,同様に最大降雨量とその値

に 1.2 を乗じた値で,再度予測及び評価を行い,保全措置

を検討して,その結果を評価書に記載すべきです。 

 ご指摘の過去 10 年間の時間最大降雨 117.5 ㎜/h

は、毎正時から 1 時間値ではなく正時開始ではない

連続した 1 時間値です（当該日の毎正時からの 1 時

間値は 107.5㎜/hです）。ここで、潮位変動のある

海域における予測では時刻別のデータが必要となる

ことから、当該日の公表されている毎正時の 24 時

間データを用いたものです。 

 なお、「林地開発許可制度の手引（申請者用）」

（令和 3 年 鹿児島県 環境林務部 森づくり推進

課）に基づく屋久島町の 30 年確率の時間降雨は、

約 79.6 ㎜/h ですが、地域特性及び工事期間（約 8

年間）を勘案して、過去 10 年間の時間最大降雨

107.5 ㎜/ｈを対象とした条件を設定したもので

す。これは、同手引きの 30年確率降雨 79㎜/h を満

たす条件であるため、集中豪雨にも対応しているも

のと考えています。 

54 水質 

１時間当たりの降雨量で予測していますが,ゲリラ豪雨

のような短時間に大量の雨が降った場合についても予

測・評価を行い,保全措置を検討すべきです。今予測に使

われている方法から見ると,短時間に大量の雨が降った場

合,大量の SS が流出するように思われます。 

 「林地開発許可制度の手引（申請者用）」（令和

3 年 鹿児島県 環境林務部 森づくり推進課）に

基づく屋久島町の 30 年確率の時間降雨は、約 79.6

㎜/hですが、地域特性及び工事期間（約8年間）を

勘案して、過去 10 年間の時間最大降雨 107.5 ㎜/ｈ

を対象とした条件を設定したものです。これは、同

手引きの 30年確率降雨 79㎜/h を満たす条件である

ため、集中豪雨にも対応しているものと考えていま

す。 

 なお、仮設沈砂池の機能の確認，適切な維持，状

況確認のため，環境監視調査や事後調査を実施する

計画としており、その結果を踏まえて、施工計画の

見直し等追加的な環境保全措置を講ずることとして

います。 

55 水質 

SS について,保全措置として濁水処理プラントの設置

等を行うこととしていますが,どこにどの程度の規模のも

のを作るのか記載されていませんし,処理後の濁水に濁り

の目標値等が示されていません。保全措置がどの程度の

効果があるのかは判断できないにもかかわらず,事業者の

実行可能な範囲で低減しているというのは乱暴ではない

でしょうか。 

 

 今後の工事計画の具体化及び実際の工事にあた

り、仮設沈砂池が施工の妨げになる場合には，代替

として濁水処理プラント等を設けることを環境保全

措置として示しています。 

 放流水については，水質汚濁防止法に基づく特定

事業場からの排水基準（一律排水基準）を参考に設

定し，準備書に記載しています。 濁水処理プラン

ト等を含め放流水中の濁度の継続的なモニタリング

を行い，環境保全措置の効果を確認しながら、必要

に応じて追加の保全措置を実施する等，適切に対応

することとしています。 

 水の濁りに係る予測評価の結果，環境保全目標と

の整合性が図られると予測しているところですが，

事業者の実行可能な範囲内で，より一層の影響の低

減を図るため，「段階的な施工計画」などの環境保

全措置を実施することとしております。 
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56 水質 

SS の影響について,河川は過去 10 年間の最大降

雨で現況の 5～10 倍程度（寄与濃度 41.7～92mg/

Ⅼ）になると予測していますが,このことについて

の評価が記載されていません。水生動物への影響も

含めて定量的な評価を記載すべきと考えます。 

 河川水の浮遊物質量（SS）の濃度については、「環境

基本法」第 16 条に基づき、公共用水域の水質汚濁に係

る環境上の条件につき生活環境を保全する上で維持する

ことが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準

（生活環境の保全に関する基準）が定められておりま

す。当該基準は、通常の状態での水質を対象としてお

り、一時的な降雨時の水質に適用される基準ではありま

せん。 

 ただし、本事業においては、環境に最大限配慮する観

点から、日常的な降雨について、環境基準の A 類型の値

を参考に、環境保全目標を設定しております。一時的、

特異的な降雨に対しては環境基準の適用条件から大きく

異なるため適用しておりません。 

 また、水産用水基準（（社)日本水産資源保護協会

（2018 年版））によると、浮遊物質量（SS)について、

河川では「25mg/L 以下(人為的に加えられる懸濁物質は

5mg/L 以下）」、海域では「人為的に加えられる懸濁物

質はは 2gm/L 以下」と示されています。 

 日常的な降雨の予測結果において河川では 2.3～

12.3mg/L（事業による増加分は 0.8～1.8mg/L）、海域で

は事業による増加分は 0.06～0.52mg/L となっており、

水産用水基準を満足する結果であったことから、水生動

物への影響は生じないものと考えます。 

57 水質 

COD の流入負荷量 30mg/L は,浄化槽法の放流水質

基準に見当たらないのですが,間違いではないでし

ょうか。 

 COD については，BOD の放流水質に相当する数値を予

測条件として設定しています。評価書においては，この

ことを追記します。 

58 水質 

過去の鹿児島知事意見を見ると,水質については 

COD だけではなく,海域及び河川においては，「生活

環境の保全に関する環境基準」の全てについて予測

評価を行うべきと指導していますので,同様に「生

活環境の保全に関する環境基準」の全てについて予

測評価を行うべきではないでしょうか。 

 事業実施区域周辺の海域及び河川については，水質汚

濁に係る環境基準の類型指定はされていないことから，

本事業においては，水の汚れに係る代表的な指標である

「BOD」「COD」を評価指標として選定し，予測・評価を

実施しております。 

59 水質 

飛行機や給油施設の火災の際に使用する消火剤の

種類について,その内容を評価書に記載し,消火剤が

流出した場合について適切に調査,予測及び評価を

行うべきではないでしょうか。 

 災害・事故の際は、水質汚濁防止法等関係法令に基づ

き適切に対応することとなりますので、本環境影響評価

の対象としていません。 

60 水質 

図 6.5-27 について凡例などがないため,何を示し

ているかわかりません。また,このグラフは何かの

図書からの引用でしょうか。 

それとも,何かから求めたものなのでしょうか。 

 P6-5-94 に記載のとおり、沈降測定により求めた水面

積負荷（沈降速度）と浮遊物質量（SS）残留率の関係式

を示しています。 

61 水質 

沈降速度試験の結果から沈降特性係数を求めてい

ますが,沈降速度試験では最初の 1 分間でほとんど

の粒子が沈下しています。これは沈砂池に流入しな

いような,大きい粒子を含む土で試験を行っている

可能性が高いのではないでしょうか。そのため,こ

の沈降試験の残留率は過大な値となっている可能性

が高く,それに基づく SS の残留量は極めて過小に予

測されている可能性が高いように感じます。降雨時

の河川の SS と同様の成分で調べるなどして,適切な

残留率を設定すべきと思います。 

 粒子の大きな礫類を除いた試料で沈降試験及び沈降特

性を整理・予測しております。なお、環境保全措置とし

て、「工事の進捗に合わせて、適宜、濁水量や放流先を

勘案の上、仮設沈砂池を設け、この仮設沈砂池にて雨水

排水中の浮遊物質を沈降させた上で放流する。なお、放

流先の切り替え等に当たっては、水質汚濁防止、動植物

等への影響低減の観点から、現況に応じて放流地点を適

切に設定する。」こととしており、今後の詳細な設計検

討及び工事時の実際の土質等を踏まえて適切に対応する

こととしています。 

 さらに、仮設沈砂池の機能の確認，適切な維持，状況

確認のため，環境監視調査や事後調査を実施する計画と

しており、その結果を踏まえて、施工計画の見直し等追

加的な環境保全措置を講ずることとしています。 
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62 水質の調査について（要望） 

9 月 30 日に屋久島町役場本庁で開催された説明会に参

加させていただきました。遅くまでありがとうございま

した。 

説明の中で,通常土砂を採取した後に,種子の入った土

を被せるところを,周囲からの種子の飛散を期待する等,

屋久島の自然環境に特別に配慮してくださっているのだ

と,滑走路延伸事業への理解が,より深まりました。 

さて,１点だけ意見を出させていただきたいのですが,

準備書中,「事後調査及び環境調査の概要」の中で,「調

査項目」の「土地又は工作物の存在及び供用」による

「水質」の調査は実施されないこととなっているのです

が,工事の実施中だけではなく,共用後の水質についても,

動植物と同様,３年程度の周辺調査を実施していただけな

いでしょうか,屋久島では,水環境を島づくりの指標と定

めておりますので,なにとぞご検討のほど,よろしくお願

い致します。 

 現時点で工事期間は 8 年間としております。この

うち、濁水発生の主な要因となる造成工事は前半の

4 年間で完了する工程としており、後半 4 年間は濁

水の発生要因とはなりにくい滑走路の舗装工事、タ

ーミナル施設工事、照明工事を行う計画としており

ます。なお、工事期間中は後半の 4 年間も含めて、

仮設沈砂池の設置中は降雨時の濁水状況（濁度）を

適宜確認する計画です。 

 なお、環境保全目標との比較による評価の結果、

環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合

には、専門家等の助言を踏まえて、追加の環境保全

措置を講ずることとしています。 

63 地形 

景観資源である海岸段丘に大きな変化はないとしてい

ますが,その根拠が見受けられません。景観における愛子

岳からの眺望の予測をもって変化がないとしているのか

もしれませんが,クルーズボートや釣り客などが海上から

屋久島を一望した際の景観について影響がないとは言い

切れないのではないでしょうか。また,鉱脈群についても

同様に景観の予測結果を記載すべきと思います。 

 小瀬田の海成段丘については、準備書 6-7-11 に

記載のとおり、現況において人為的な改変がなされ

ていること、広範囲の地形の改変は行わず、自然環

境への影響を回避するよう限られた範囲での改変と

することから、景観資源として地形全体に大きな変

化はないと予測しています。 

 また，早崎鉱山跡（屋久島早崎海岸の鉱脈群）に

ついては、改変を受ける可能性がある範囲は小さ

く，景観資源である「早崎鉱山跡」の露頭を直接改

変する計画はないため，景観資源への影響は軽微で

あると予測しています。 

64 地形 

環境保全措置として,文化財条例に基づく手続きを行う

ことが挙げられていますが,これは条例でやらなければな

らない当たり前のことであって事業者の努力として行う

ことではないのではないでしょうか。また,手続きの中で

施工計画など配慮するとしていますが,その施工計画の検

討は環境影響評価の中で実施すべきことであって,後から

考えますでは保全措置となっていないのではないでしょ

うか。そもそも文化財の現状変更の審査は県の機関が実

施することになると思いますが,現在の施工計画について

当該部署に確認すればよいのではないでしょうか。 

 現時点の工事計画・環境保全措置などについて

も，文化財部局に内容説明等を実施しているところ

ですが，事業実施段階の施工計画の詳細検討時に，

環境保全措置を更に具体化の上，適宜文化財部局と

協議を行い，適切に対応する方針を環境保全措置と

して記載しております。 

65 地形 

斜面安定工の検討・実施を保全措置としていますが,検

討の上,実施することを保全措置とするべきではないでし

ょうか。後から考えますでは保全措置となっていないよ

うに思います。評価書には検討結果をしっかりと記載し

ていただきたいと思います。 

 今後，詳細な測量・設計を行って詳細な検討を行

うことから，現段階ではこのような記載となりまし

た。斜面については，原則，安定勾配を確保します

が，必要に応じて斜面安定工の工法等を検討し，地

形の劣化や不安定化を低減してまいります。 

66 地形 

改変範囲・規模の最小化としていますが,最小化の検討

の過程が不明ですし,最小との根拠が不明です。今後検討

するとの趣旨であれば,検討することは保全措置ではない

のではないでしょうか。検討した結果を準備書に記載す

べきと思います。 

 現時点では，具体的な施工計画が未確定であるこ

とから、本方針に基づき詳細な検討を今後進めてま

いります。 

67 地形 

文化財指定区域と重なっている改変区域は進入灯と思

います,台座に置くなどして盛土の不要な設置が可能なの

ではないでしょうか。 

 一部進入灯の造成範囲と，屋久島早崎海岸の鉱脈

群の範囲が重なっていますが，その施工に当たって

は，保存に与える影響が軽微となるよう改変範囲が

最小となるような施工計画を策定します。 
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68 サシバについて 

9 月下旬から 10 月から一日 4000 羽のサシバが本土か

らやってきます。 

サシバは人間の開発などのせいで絶滅危惧種になっ

ています。 

(1980 年）で 5 万羽以上が確認されている。これに

は,繁殖個体と幼鳥,繁殖に参加しない若鳥が含まれて

いると考えられる。 

観察個体数は,1985 年以降は減少傾向にあり,2000 年

以降になると観察個体数が 1 万～2 万羽の年が多い。 

このように,生息数が減少していることから,2006 年

には国のレッドリストでは「絶滅危俱2類」に指定され

た。 

ジェット機のせいでバードストライクなどおこる可

能性もあります。 

この前の説明会ではいままでサシバのバードストラ

イクはないと言われていますが,大きなジェット機にな

ったらそれはわかりません。 

私はサシバを調査をしていて花火の運動会の音でさ

え,彼らはパニックになり,ルートを変えます 

 滑走路延伸後の航空機の運航は往復1便の就航が増

加する程度ですので、バードストライク発生件数が

大きく増えることはないと考えます。 

 また、重要な鳥類に対するバードストライクの影

響について予測したところ、重要な鳥類の確認位

置・高度と飛行機の飛行経路・高度から、その発生

確率は小さく、大きな影響はないものと予測しま

す。 

なお、バードパトロール等の環境保全措置を適切

に実施し影響の低減を図ってまいります。 

69 事業実施区域及び周囲の概況 

動物に関する文献調査の文献数が少なく十分に調べ

られていないように感じます。鹿児島の自然調査結果

報告書など他の文献に津いても記載すべきではないで

しょうか。また,１つや２つしか文献を用いていないも

のは,少ない理由を記載すべきと思います。 

 既存文献等は、屋久島に関する情報を抽出整理し

ており、また，不足の文献の有無等について専門家

へのヒアリングを行った上で調査、予測及び評価を

実施しております。 

70 動物 

水の濁りによる海域動植物や淡水生物への影響につ

いて,大幅に超過しないとざっくりした評価を行ってい

ますが,定量的な基準をもって評価すべきと思います。

また,先に記載したとおり水質の予測に疑問がありま

す。 

 河川水の浮遊物質量（SS）の濃度については、

「環境基本法」第 16 条に基づき、公共用水域の水質

汚濁に係る環境上の条件につき生活環境を保全する

上で維持することが望ましい基準として、水質汚濁

に係る環境基準（生活環境の保全に関する基準）が

定められております。当該基準は、通常の状態での

水質を対象としており、一時的な降雨時の水質に適

用される基準ではありません。 

 ただし、本事業においては、環境に最大限配慮す

る観点から、日常的な降雨について、環境基準のA類

型の値を参考に、環境保全目標を設定しておりま

す。一時的、特異的な降雨に対しては環境基準の適

用条件から大きく異なるため適用しておりません。 

 また、水産用水基準（（社)日本水産資源保護協会

（2018 年版））によると、浮遊物質量（SS)につい

て、河川では「25mg/L 以下(人為的に加えられる懸濁

物質は5mg/L以下）」、海域では「人為的に加えられ

る懸濁物質はは 2gm/L 以下」と示されています。 

 日常的な降雨の予測結果において河川では 2.3～

12.3mg/L（事業による増加分は 0.8～1.8mg/L）、海

域では事業による増加分は 0.06～0.52mg/L となって

おり、水産用水基準を満足する結果であったことか

ら、水生動物への影響は生じないものと考えます。 

71 動物 

オカヤドカリ類について,内陸部にも生息している可

能性もあるためトラップ調査も行い改めて確認すべき

と思います。 

 対象事業実施区北側の海岸線は、大部分が断崖で

あり、オカヤドカリ類が海岸から内陸に移動しにく

い地形となっております。また、オカヤドカリ類は

主に夜間に活動しますが、哺乳類、両生類、爬虫類

及び昆虫類の夜間調査時において、内陸部でオカヤ

ドカリ類は確認されませんでした。 

 そのため、オカヤドカリ類が内陸部で生息してい

る可能性は低いものと考えております。 

  



 

-19- 

 

 

No. 意見の概要 事業者見解 

72 動物 

夜間の飛行機の運航がないからコテングコウモリに影

響がないとしていますが,京都府のレッドデータブックの

ページを見るとコテングコウモリは夕方ごろから活動を

開始するとされています。コウモリについてもバットス

トライク等の飛行機の運航による影響については予測評

価を行うべきではないでしょうか。また,昼間もねぐらで

休んでいるコテングコウモリに影響がある可能性がある

のではないでしょうか。 

 調査範囲内においてコウモリ類のねぐらは確認さ

れておりません。 

 また、屋久島空港鳥類衝突防止連絡協議会の資料

によると、過去にコウモリ類の航空機への衝突事例

の報告はなく、朝夕の航空機の運行につきまして

も、現況とほとんど変化がないため影響はないと予

測しております。 

73 動物 

コウモリは洞窟内を隠れ家とすることがあると思いま

す。工事区域には坑道跡地があるようですが,坑道内にコ

ウモリは生息していないのでしょうか。また,坑道内は特

殊な生態系が出来ている可能性があると思いますが,調査

などはしているのでしょうか。 

 早崎海岸の坑道跡を含めて、立ち入り可能な範囲

内において、コウモリ類のねぐらは確認されており

ません。 

 そのため、コウモリ類の休息・繁殖状況等の調査

は実施しておりません。上記以外のコウモリ類調査

については，方法書に基づき調査を実施しておりま

す。 

74 動物 

対象事業実施区域近傍に砂浜がありますがウミガメの

ボディーピットの有無は調査しているのでしょうか。調

査したのならばその結果を記載すべきですし,していない

なら屋久島はアカウミガメの日本一の産卵地であること

から産卵時期に調査を行うべきと思います。また,調査で

上陸が確認されていないからといって,今後,産卵がなさ

れないとは限りません。産卵上陸することを前提に,騒音

や夜間照明等の産卵への影響や仔ガメへの影響を予測評

価すべきであると思います。 

 対象事業実施区北側の海岸線は、大部分が断崖で

あり、浜は砂浜ではなく、砂質の少ない礫浜である

ため、砂浜と比べるとウミガメの産卵の可能性が低

い環境です。 

 また、資料調査や専門家への聞き取り等によると

対象事業実施区域付近の海浜でのウミガメの産卵情

報は確認できませんでした。そのため、産卵調査は

実施していません。 

75 動物 

底生動物の影響については,底質の予測結果を踏まえた

評価も記載すべきと思います。 

 工事の実施に伴う水質の予測結果と同様に，底質

の予測結果においても大きな変化は生じないとされ

ていることから、底生動物への影響はないと考えら

れます。その旨評価書に記載します。 

76 動物 

空港沖合は釣り客が多数利用しているとのことですが,

魚やウミガメについて,飛行機の騒音による影響が懸念さ

れます。騒音による影響についても予測評価を行うべき

と思います。 

 本事業の実施による海域動物への影響について

は、工事中の雨水等により発生する濁水及び供用時

の排水による水の汚れを影響要因としており，以下

の理由から、騒音による海域動物への影響はほとん

ど生じないものと考えられるため，調査、予測及び

評価の対象としておりません。 

・海面の埋立等の海上工事は実施しない。 

・現在のプロペラ機と将来就航予定のジェット機の

騒音レベルの差は，離陸時が最も大きく，離陸地点

付近で，最大で 10 数 dB 程度と想定される。また、

ジェット機から受音点までの距離が大きくなるとそ

の差は小さくなるため，海上において、騒音レベル

が現在よりも大きくなることは考えられるが、最大

でも数 dB 程度以下になると想定される。さらに，

水面での反射等により，海中に到達する騒音は減少

するため，今回の就航するジェット機による水中の

音圧は，魚類の忌避・逃避が生じるとされる 140dB

（畠山ら 1997）を超えないと想定される。 
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77 動物 

屋久島では多数のザトウクジラが目撃されていま

す。調査結果にクジラが含まれていないため調査が

不十分ではないかと思います。改めて調査すべきで

す。また,調査を行わない場合や,調査をしてもクジ

ラが確認されなかった場合であっても,クジラへの

影響について予測評価すべきと考えます。 

 本事業の実施では海域の直接改変を行はないため、海

域への影響については、工事中の雨水等により発生する

濁水及び供用時の排水による水の汚れを影響要因として

おります。 

 そのため、水質に影響が及ぶおそれがある沿岸域の海

域生物の調査対象を検討する際に専門家への聞き取り調

査を行い、ウミガメやサンゴ等を含めた調査対象を選定

し、調査及び予測・評価を行いました。聞き取り調査の

際にはクジラ類に関する意見はなかったことから、調

査、予測及び評価の対象としておりません。 

78 動物 

コテングコウモリへの工事用照明の影響につい

て,確認環境で工事を行わないと記載していますが,

事業実施区域の工事用照明の影響について記載が見

受けられません。事業実施区域内の照明はなぜ影響

がないのでしょうか。 

 工事区域周辺への夜間照明の影響を極力低減するた

め、工事範囲外への照明の光の漏洩を抑制する配置及び

スクリーン等の設置を行います。そのため、コウモリ類

への夜間照明が及ぼす影響は実行可能な範囲内で低減で

きるものと考えます。また、工事区域周辺において、コ

テングコウモリは確認されていないため影響が生じる可

能性は小さいと考えます。 

79 動物 

調査結果にニホンジネズミが出てきますが,これ

は屋久島固有のヤクシマジネズミではないのでしょ

うか。 

 ご指摘の通りヤクシマジネズミという亜種分割の説も

ありますが、鹿児島県レッドデータブックではニホンジ

ネズミを採用しているためそれに従いました。 

80 動物 

土砂採取場は,町営牧場の一部とその隣接地と思

いますが,工事による騒音による家畜への影響を予

測・評価すべきではないでしょうか。また,ジェッ

ト機の運航で家畜への騒音の影響も懸念されますの

で,予測評価を実施すべきと思います。 

 屋久島町との協議により工事時は家畜を移動する等影

響を回避することとしております。 

 また、新規就航するジェット機によって，時間帯補正

等価騒音レベル（Lden）は町営牧場付近ではほとんど変

化しないと考えられるため、対象としていません。 

81 動物 

サンゴ類の調査はスポット潜水調査としています

が,分布状況はどのように作成したのでしょうか。3 

地点のスポット潜水調査の結果から作成したのであ

れば,調査地点数が少なすぎるのではないでしょう

か。記載されている以外の調査を行っているのであ

れば,調査方法にその調査を記載すべきと思いま

す。 

 マンタ法や遊泳法により、調査範囲の海域のサンゴ生

息概況を把握し、分布状況を整理しました。その旨評価

書に追記します。 

82 動物 

工事用照明の影響を予測していますが,夜間に多

くの資材等運搬車両が走行する計画となっています

ので,これら車両のライトによる影響も懸念されま

す。資材等運搬車両のライトによる影響も予測評価

すべきではないでしょうか。 

また,資材等運搬車両による,動物の輪禍が懸念さ

れますが,ヤクシカ以外ではその予測評価が見受け

られません。このことについても予測評価を行うべ

きと思います。 

 夜間照明の影響については、夜間に広い範囲を造成す

る工事区域への夜間照明を対象としています。資機材等

搬入車両は昼夜に分散して走行するため、影響が生じる

おそれが大きい造成工事を代表して予測・評価を行って

おります。工事区域への夜間照明については、周辺への

漏洩を極力抑制し、影響を低減する考えです。資機材運

搬車両の夜間走行にあたっても、同様に安全性に支障が

ない範囲で不要な照明を抑制するなどの措置の実施を徹

底します。 

 また、資材運搬車両の走行によるロードキルの影響に

ついては、ロードキルの対象となるおそれがある哺乳類

の典型種として、ヤクシカを取り上げ、生態系の項で予

測評価を行っております。なお、土砂採取区域周及び周

辺で確認されているその他の哺乳類としては、道路上を

横断する可能性の小さいモグラ類、コウモリ類を除く

と、ヤクシマザル、ホンドタヌキ、コイタチ及びアカネ

ズミの 4 種が挙げられます。ヤクシカを指標として設定

した運転手への注意喚起のロードキル発生抑制対策がこ

れらのほかの 4 種にも有効であると考えます。そのた

め、このようなロードキルを受けるおそれがある哺乳類

を対象として、工事実施時には作業員に対して、ロード

キル防止に配慮して車両を走行するよう指導することに

より、影響の低減を図ります。 
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83 動物 

鳥やコウモリなどの動物について,対象事業実

施区域と周辺 300ｍを調査し,調査した範囲でね

ぐらなどはなかったとしていますが,調査範囲の

外側であっても,滑走路の延長によって騒音によ

る影響が生じる可能性があるのではないでしょう

か。航空機の騒音絵の影響がある範囲で改めてコ

ウモリや鳥の調査を行い,影響を予測評価すべき

ではないでしょうか。 

 延伸後は，1日 1往復程度のジェット機の運航の増加とな

る見込みであること，また，特に影響を受けやすくなる鳥

類や哺乳類の繁殖に係る行動が確認されていないことか

ら、航空機の運航に伴う動物への影響については、重要な

鳥類へのバードストライク発生のおそれのみを影響要因と

して設定しており、騒音影響は影響要因として取り上げて

おりません。その影響要因を踏まえて、調査範囲を対象事

業実施区域及びその周辺200ｍとしています。方法書にこの

ようにお示しさせていただき、手続きを経て環境影響評価

の対象を決定させていただきました。 

84 1.直接の影響 

(a)騒音 

(1-a)騒音は,人間が思っている以上に野生動物

へ影響します。 

屋久島海域にいるクジラは特に音に敏感で,わ

ずかな音でもストレスになります。ジェット機の

音はどれだけストレスになるか想像できます。貴

重なクジラの数の減少につながるでしょう。 

 現在のプロペラ機と将来就航予定のジェット機の騒音レ

ベルの差は，離陸時が最も大きく，離陸地点付近で，最大

で 10 数 dB 程度と想定しています。また、ジェット機から

受音点までの距離が大きくなるとその差は小さくなる傾向

にあり，上空飛行時における地上付近の騒音レベルの差は

数 dB 程度と想定されます。そのため、ジェット機の飛行に

より，海上において、騒音レベルが現在よりも大きくなる

ことは考えられますが、最大でも数 dB 程度以下になると想

定されます。さらに，海面での反射等により，海中に到達

する騒音は減少するため，今回の就航するジェット機によ

る水中の音圧は，魚類の忌避・逃避が生じるとされる140dB

（畠山ら 1997）を超えないと想定されるため，海域動物へ

の影響はほとんど生じないものと考えます。 

85 2.間接的な将来への影響 

ジェット機が運航され,首都圏や海外より多く

の人が簡単に出入りできるようになったら,屋久

島の自然を自然の為ではなく,以下のように彼ら

の利益の為に利用されるようになるでしょう。 

1.土地の買い占め 

2.土地の開発 

3.水資源の買い占め,利用 

4.メガソーラーの建設 

5.人の増加によるゴミの増加 

(今でも大川の滝周辺にもタバコの吸い殻やペ

ットボトルなどのゴミが落ちていることがありま

す。見つけたら拾っていますが,今の比でなく増

加することでしょう。） 

6.人の増加によるウミガメ,猿,鹿など野生動物

への影響 

7.犯罪の増加 

(屋久島で犯罪が少ないのは,屋久島への出入り

がしにくいからとの理由を聞いたことがありま

す。） 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，観光，産

業などの振興・発展を図る上からも極めて重要な社会基盤

であると考えております。滑走路延伸については，地元屋

久島町からの要望を受けて県がその整備に向けて現在取り

組んでいます。令和元年度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙ

ﾌﾞﾒﾝﾄ）活動では，寄せられた御意見の約９割が整備を推進

という結果となっており，有識者による第三者委員会から

は，ＰＩ活動が適正に行われており，意見の集約ができた

との評価を受け，住民の方々の合意形成が図られたと判断

し，滑走路延伸の取組を継続しているところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏まえ，環

境保全措置を適切に実施するなど環境面に十分配慮して進

めてまいります。 

86 上述したことは,自然環境の破壊,野生動植物へ

の悪影響につながります。住民へも段々おかしな

影響が出てくることは必須だと思います。 

今のままの状態が,世界遺産屋久島を保つこと

ができ,町が目標とする自然と共生する島であり

続げる事も可能ですが,ジェット機が来るように

なったら,今の屋久島ではなくなることは確実だ

と私は思います。 

貴重な自然環境が残る日本の自然遺産である屋

久島を保つ為に,屋久島空港滑走路延伸事業に反

対いたします。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，観光，産

業などの振興・発展を図る上からも極めて重要な社会基盤

であると考えております。滑走路延伸については，地元屋

久島町からの要望を受けて県がその整備に向けて現在取り

組んでいます。令和元年度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙ

ﾌﾞﾒﾝﾄ）活動では，寄せられた御意見の約９割が整備を推進

という結果となっており，有識者による第三者委員会から

は，ＰＩ活動が適正に行われており，意見の集約ができた

との評価を受け，住民の方々の合意形成が図られたと判断

し，滑走路延伸の取組を継続しているところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏まえ，環

境保全措置を適切に実施するなど環境面に十分配慮して進

めてまいります。 
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87 P9,10 の水質,動物・植物・生態系に関して。 

 現在の空港周辺における海岸線の環境状況がどれくら

い把握されているのでしょうか？ 

 屋久島海域においては,サンゴの白化現象が夏から観測

されています。説明会では,どなたもその事について認識

されていませんでした。 

 環境影響評価というのは,評価で問題無しと認められる

と,その後の環境における調査は行われないのでしょう

か？ 

 自然環境と言うモノは,常に変化しています。 

 影響を受ける可能性のある場所の定期的な調査,観察な

どは,工事前,工事中はもとより,工事終了後数十年は続け

るべきではないのでしょうか？ 

 周辺海域の状況をわかりやすく記録した写真は,残され

ているのでしょうか？ 

 今後のためにも,現在,工事中,工事終了後の回復する自

然界の姿も映像に残してください。 

 海岸線を含めて，準備書 P.936 に示す全域におい

て，マンタ法，遊泳法及びスポット潜水調査によ

り、サンゴの状況把握を行っています。現地調査時

においては、対象範囲では白化現象は確認されませ

んでした。 

 本事業に係るサンゴへの影響については，海域に

おいては，土地の改変を行わないこと，「6.5 水

質」の予測結果により，河口付近の上層の浮遊物質

量がごくわずかに変化するものの，中層，下層及び

沖合の水質の変化はほとんどないと予測されている

こと等から，本事業によるサンゴへの影響はほとん

どないものと考えております。 

 なお，水の濁り等については，事後調査や環境監

視調査を実施することとしており，環境影響の程度

が著しいことが明らかになった場合には，専門家等

の助言を踏まえて，施工計画の見直し等の追加的な

環境保全措置を講じることとしております。 

88 サンゴについて 

今年は屋久島,沖縄,奄美などでサンゴの白化現象が見

られました。 

◎温暖化,人間の影響で,このままのペースで白化現象

が進むと,世界のサンゴ礁は 30 年後には絶滅すると言っ

ています。 

◎サンゴは動物 

サンゴは体内に植物を保有して光合成をすることでエ

ネルギーを得ていて,体内に食品倉庫があるようなものだ

そうです。 

◎「海のオアシス」とも呼ばれ,多くの海洋生物の住処

（すみか）や,産卵場所になったりしているサンゴ礁。そ

の役割は,海の生物のためだけでなく,津波の防波堤とし

て機能したり,二酸化炭素を吸収したりなど,人間の生き

る環境にも影響を与えている。 

◎サンゴ研究の第一人者であるジヨン・“チャーリ

ー”・ベロン博士は,温暖化だけでなく,人間の海洋にお

ける開発がサンゴ礁に深刻なダメージを与えていること

を指摘し,「訴え続けることが必要だ。その歩みを止めて

はならない」と語る。 

◎この 30 年間で世界のサンゴの五割が失われている。 

◎80 年代にはじめて白化現象を発見。 

◎海も人間の体の変化と同じ。 

人間も熱を 1～2 度あげるだけでストレスになります。 

海もそれと同じ。 

水温が急上昇すると白化現象がおきる。 

◎すべての海洋生物の 25 パーセントがサンゴに依存し

ています。 

◎5～10 億人の人間の食料にかかわっている。 

◎人の病気の新薬も海に由来している。 

◎サンゴ礁がなくなると海の生き物の 4 分の 1 も影響

をうける 

 海岸線を含めて，準備書 P.936 に示す全域におい

て，マンタ法，遊泳法及びスポット潜水調査によ

り、サンゴの状況把握を行っています。 

 海域においては，土地の改変を行わないこと，

「6.5 水質」の予測結果により，河口付近の上層の

浮遊物質量がごくわずかに変化するものの，中層，

下層及び沖合の水質の変化はほとんどないと予測さ

れていることから，本事業によるサンゴへの影響は

ほとんどないものと考えております。 

 なお，水の濁り等については，事後調査や環境監

視調査を実施することとしており，環境影響の程度

が著しいことが明らかになった場合には，専門家等

の助言を踏まえて，施工計画の見直し等の追加的な

環境保全措置を講じることとしております。 
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89 動物、生態系 

改変区画内,周辺で確認されている県指定外来種オキナ

ワキノボリトカゲの拡散防止について,現在の対策では不

十分である。 

一番効果的なのは,工事前にしっかりとした計画と予算

を付けた集中的な駆除を行い,できる限り個体数を減ら

し,拡散の可能性を低くすることだと考えられる。 

伐採木は建材やチップとして再利用する計画だが,その

移動の過程に個体が紛れ込む可能性が高い。特に冬眠で

材木の隙間に入りやすい 12～3 月の工事区画からの移動

は危険なのでしてはいけない。本種は絶食状態でも数週

間から1 か月程度は生存可能であり,長距離長時間密閉さ

れての輸送にも耐えうる。 

また,本種は 4 月拡散～10 月頃まで繁殖し,卵を地面に

埋める。 

表土の移動もまた,につながるので,木材だけでなく土

砂の移動についても対策が必要。さらに,過去に尾の間で

捕獲された個体は小瀬田から移動した作業車の荷台から

発見されており,車両や他の資材への付着の可能性にも留

意しなければならない。 

 オキナワキノボリトカゲの拡散防止に当たって

は，関係機関と調整した上で、専門家や地域の方の

ご協力をいただきながら対応していきたいと考えて

おります。 

 工事の際は，屋久島でのオキナワキノボリトカゲ

の駆除・拡散防止に関わっている専門家等の助言を

踏まえ駆除実施方法や拡散防止対策を検討します。

また、工事時においては、オキナワキノボリトカゲ

の特性や防除の意義を工事関係者に徹底し，駆除や

拡散防止に努めます。 

 また，成育地域や捕獲方法などの情報の取り扱い

についても注意します。 

90 動物、生態系 

様々なルートでの拡散の可能性があるため,防除のため

には,工事作業者全員が,本種の特性や防除の意義を認識

している必要がある。そうして現場での『眼』を増やし,

駆除や拡散防止の網を張るべきである。 

しかし一方で,近年のエキゾチックアニマル,爬虫類ブ

ームにより,本種を求める愛好家や業者は多い。それらに

情報が拡散すると,島外から本種を採集に来る者や販売目

的で本種を採集しようとするものが現れる可能性があり,

そうなると収拾がつかなくなる恐れがある。このため,生

息地域や捕獲方法などの情報の取り扱いには注意を要す

る。 

 オキナワキノボリトカゲの拡散防止に当たって

は，関係機関と調整した上で、専門家や地域の方の

ご協力をいただきながら対応していきたいと考えて

おります。 

 工事の際は，屋久島でのオキナワキノボリトカゲ

の駆除・拡散防止に関わっている専門家等の助言を

踏まえ駆除実施方法や拡散防止対策を検討します。

また、工事時においては、オキナワキノボリトカゲ

の特性や防除の意義を工事関係者に徹底し，駆除や

拡散防止に努めます。 

 また，成育地域や捕獲方法などの情報の取り扱い

についても注意します。 

91 動物、生態系 

屋久島の昆虫類は,これまで研究がされていないだけ

で,現在進行形で未記載種や屋久島で初記録となる種が報

告されている。 

オキナワキノボリトカゲは,そのような島固有の生態系

に重大なインパクトを与える種だということをしっかり

と認識し,けしてこの事業が本種の島内島外での分布を広

げることのないよう,厳重な対策をしていただきたい。 

 オキナワキノボリトカゲの拡散防止に当たって

は，関係機関と調整した上で、専門家や地域の方の

ご協力をいただきながら対応していきたいと考えて

おります。 

 工事の際は，屋久島でのオキナワキノボリトカゲ

の駆除・拡散防止に関わっている専門家等の助言を

踏まえ駆除実施方法や拡散防止対策を検討します。

また、工事時においては、オキナワキノボリトカゲ

の特性や防除の意義を工事関係者に徹底し，駆除や

拡散防止に努めます。 

 また，成育地域や捕獲方法などの情報の取り扱い

についても注意します。 
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92 動物・植物・生態系への主な環境保全措置一覧,評価結果 

現在の屋久島空港が新設されたときにはヤクシカが生

息していたが,供用開始後の頭数は激減している。侵入防

止柵を設置しているが,侵入して衝突,殺傷,という流れで

の減少ではなく,生活可能な環境が空港新設により奪われ

たということだと認識している。それほどにして地表面

を覆し,水や地中の空気の流れを変えることは生存を危う

くする行為である。 

これはヤクシカだけでなく山中の環境に住む,今回調査

対象となったすべての生物に言えることである。豊かな

自然が魅力の屋久島の環境を壊しかねない,不要な構造物

であるため延伸,その他の工事を中止すべきと考える。 

バードストライク対策も侵入防止柵と同様の理由で無

意味と考える。 

大都市圏の人々（大量消費,大量破棄,使い捨ての生活

があたりまえの人々が多いように感じます。）は屋久島

の自然を消費する傾向にあり,ジェット機で集客すること

が,環境破壊につながるのではないでしょうか。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，観

光，産業などの振興・発展を図る上からも極めて重

要な社会基盤であると考えております。滑走路延伸

については，地元屋久島町からの要望を受けて県が

その整備に向けて現在取り組んでいます。令和元年

度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ）活動で

は，寄せられた御意見の約９割が整備を推進という

結果となっており，有識者による第三者委員会から

は，ＰＩ活動が適正に行われており，意見の集約が

できたとの評価を受け，住民の方々の合意形成が図

られたと判断し，滑走路延伸の取組を継続している

ところです。 

93 滑走路の延長を取りやめて頂きたいです。 

◎延長することにより,サンゴ礁がなくなる 

そのことによる,ダメ—ジは大きく海の生き物の4分の1

も影響をうけます。 

温暖化もあり白化現象が進んでいます。サンゴは多く

の生物の産卵場所になったり津波の防波堤として機能し

たり,二酸化炭素を吸収したりなど,人間の生きる環境に

も影響を与えている。 

 海域においては，土地の改変を行わないこと，

「6.5 水質」の予測結果により，河口付近の上層の

浮遊物質量がごくわずかに変化するものの，中層，

下層及び沖合の水質の変化はほとんどないと予測さ

れていることから，本事業によるサンゴへの影響は

ほとんどないものと考えております。 

 なお，水の濁り等については，事後調査や環境監

視調査を実施することとしており，環境影響の程度

が著しいことが明らかになった場合には，専門家等

の助言を踏まえて，施工計画の見直し等の追加的な

環境保全措置を講じることとしております。 

94 説明会のスタッフの方が「約３年間ほどで回復する見

込みです。」とおっしゃっていましたが,樹齢 50 年の樹

木を切った場合,回復するために必要な時間は 50 年間と

考えることができます。 

土砂採取区域における一番古い木の樹齢は,どのくらい

なのでしょうか？（調査してください。） 

 植生基盤としての回復について 3 年程度と想定し

ており、その後の高木等への遷移は移入樹種により

異なります。 

 また、現存植生図（準備書 P.795）に示すとお

り、土砂採取区域の樹林の大部分は一旦伐採された

後に成立したシイ・カシ二次林や人工林であるス

ギ・ヒノキ植林などとなっております。そのため、

巨樹・古木等は分布しておらず、樹木ごとの樹齢の

調査は実施していません。 

95 植物 

改変区域外は工事等の影響はないとしていますが,樹木

の伐採による光の入り方や風が変化することなどによっ

て影響をうける可能性があるのではないでしょうか。改

変区域外であっても,与える可能性のある影響についてし

っかりと予測評価すべきと思います。 

また,改変区域外に住む植物について,予測上影響がな

いとしても,実際にはどのような影響が出るかは予見でき

ないのではないかと思います。事後調査においてしっか

りと影響がないことを確認し,影響が少しでも見られた場

合は適切に対応すべきと思います。 

 植物への影響については，外部の専門家の助言，

指導を踏まえて，調査，予測及び評価を行っており

ます。 

 飛行場及び周辺で確認されている植物の重要な種

のうち、シマウリクサは直接改変を受けますが、そ

の他の種は対象事業実施区域周辺での確認又は対象

事業実施区域内であっても改変区域から十分に離れ

ている場所での確認のため、間接影響を受ける種は

ないと考えられます。 

 また、土砂採取区域及び周辺での確認された植物

の重要な種を保全するための開発を回避する範囲に

ついては、土砂採取に伴う直接改変だけでなく、間

接影響を受けるおそれがある範囲を含めて設定して

います。 

 なお、現時点で予測し得ない著しい環境影響が確

認された場合には，専門家等の助言を踏まえて，追

加的な環境保全措置を講じます。 
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96 植物 

表 6.9-26 などの確認状況について,「周辺」として,

改変区域外のみを言っているものもあれば,改変区域内の

みを言っているもの,改変区域内外をいっているものが混

在しています。この欄の情報は,希少植物の位置情報を見

ることができない者からすると極めて重要な情報ですの

で,その種が,改変区域の内外にどの程度いるのかしっか

り記載してください。 

 準備書においては、重要植物の保護の観点から確

認位置情報等を省略しています。 

 そのため、評価書においては，記載内容を適宜検

討します。 

97 植物 

改変区域内で環境省レッドリストにおける絶滅危惧ⅠA 

類のコカゲラン,アワムヨウラン,ⅠB 類のヒカゲアマク

サシダ,タネガシマムヨウラン,ヤクシマラン,鹿児島県県

レッドデータブックⅠ類のダルマエビネ,トクサラン,イ

モネヤガラなど,絶滅の危険性の極めて高いとされている

種が多数確認されています。これらの生育地を改変区域

から除外するべきと思います。除外が難しい場合は,これ

らの絶滅の危険性の極めて高いとされている種について

は確実な代償措置を実施すべきと思います。 

 準備書 P885,886,907 にお示しのとおり，ご指摘

の種のうち、ほとんどの植物は「影響を受けない」

又は「環境保全措置の実施により影響が回避」され

ます。タネガシマムヨウラン及びトクサランは「環

境保全措置の実施により影響が低減」されます。代

償措置の対象種１種（シマウリクサ）については、

専門家の指導を踏まえ検討しております。 

98 植物 

表 6.9-26 の種名（ヒガゲアマクサシダ）が間違って

います。 

 評価書において修正します。 

99 植生回復における厳密な方法も,この準備書では述べら

れていない様に思います。 

具体的な方法を,わかりやすく説明してください。 

 島しょ地域という特殊な環境のため、植栽により

外来種だけでなく、国内移入種による遺伝子かく乱

の可能性があると考えました。 

 そのため、土砂採取，掘削後の法面の緑化にあた

っては，新たに播種や芝貼りを行うのではなく、植

生基盤を整備し、周辺からの種子飛来等による植生

の回復を図ることとしております。 

100 サンゴの白化現象は,今起こっている地球上の環境問題

では,とても深刻なものです。 

世界中の科学者達は,どの様にしてこの問題を解決すれ

ば良いのか,未だに解決策が見つかっておりません。 

その様な状況の中,島周辺のサンゴ回復には尽力を尽く

さず,確実に悪影響を及ぼす行為を行う人間社会であって

良いものでしょうか？ 

海岸線の調査,観察をより細かく行ってください。 

 海岸線を含めて，準備書 P.936 に示す全域におい

て，マンタ法，遊泳法及びスポット潜水調査によ

り、サンゴの状況把握を行っています。現地調査時

においては、対象範囲では白化現象は確認されませ

んでした。 

 本事業に係るサンゴへの影響については，海域に

おいては，土地の改変を行わないこと，「6.5 水

質」の予測結果により，河口付近の上層の浮遊物質

量がごくわずかに変化するものの，中層，下層及び

沖合の水質の変化はほとんどないと予測されている

こと等から，事業の実施によるサンゴへの影響はほ

とんどないものと考えております。 

 なお，水の濁り等については，事後調査や環境監

視調査を実施することとしており，環境影響の程度

が著しいことが明らかになった場合には，専門家等

の助言を踏まえて，施工計画の見直し等の追加的な

環境保全措置を講じることとしております。 

101 P11には,『土砂採取区域のおいて8割の森林が残され,

事業実施による影響はほとんどないと予測した』とあり

ますが…… 

周辺地域における２割の森林が無くなり,生態系に影響

が出ないわけがありません。何を根拠に影響が無いと言

えるのでしょうか？ 

 周辺の森林環境の中でも重要なゾーンを保全し、

改変を回避することにより生態系への影響はほとん

どないものと予測しております。 

 また、調査、予測及び評価の実施にあたっては、

客観性を確保するため、自然環境の専門家に資料を

確認いただき、助言及び指導等を踏まえて実施して

おります。 

 現時点で予測し得ない著しい環境影響が確認され

た場合には，専門家等の助言を踏まえて，追加的な

環境保全措置を講じます。 

  



 

-26- 

 

 

No. 意見の概要 事業者見解 

102 前日の説明会でも話していて,環境にはそんなに影響が

ないと言われていますが,かならず影響はあります。 

工事によってサンゴやクジラやサシバ,他の生物すべて

に影響があります。 

 環境への影響の評価については、国又は地方公共

団体による環境保全の観点からの施策に関する基準

又は目標をもとに環境保全目標を設定し整合性を評

価することに併せて、環境保全措置により影響の低

減等についても評価しています。 

 また、自然環境への影響については，自然環境に

関する専門家の助言、指導を踏まえて調査、予測及

び評価を行っています。その結果、総合的に本事業

による環境への影響は環境保全措置の実施等により

大きな影響はないものと予測・評価しています。 

103 『地球はそれ自体がひとつの生き物です。全ての種は

その体の一部分です。 

だから,一つの種の絶滅は自分の指を切ったり,目を失

ったりするのと同じ事なのです。 

もうその事に気づくべき時に来ています。 

そして動物達からから学べる事は,他の種や仲間と共に

平和に生きる生き方と,そしてそういう生き方に対する誇

りや英知です。』  

ダフニー・シェルドリック 動物保護活動化 

なのでこれ以上自然な豊な自然を経済のために壊して

ほしくないという気持ちです。 

屋久島は世界自然遺産の島です。 

経済のために便利のために,自然遺産を壊すのでしょう

か？なぜなら壊すことによって生態にも影響があり,私達

人間にも影響があります。 

地球に依存している私達にすべで帰ってくるかと思い

ます。 

なのでどう見直しをしてほしいです。いまならまだ間

に会います。 

よろしくお願いします。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，観

光，産業などの振興・発展を図る上からも極めて重

要な社会基盤であると考えております。滑走路延伸

については，地元屋久島町からの要望を受けて県が

その整備に向けて現在取り組んでいます。令和元年

度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ）活動で

は，寄せられた御意見の約９割が整備を推進という

結果となっており，有識者による第三者委員会から

は，ＰＩ活動が適正に行われており，意見が集約で

きたとの評価をいただいたことから，住民等の合意

形成が図られたと判断し，現在、環境影響評価法に

基づき手続を進めております。 

 環境影響評価の結果を踏まえ，環境保全措置を適

切に実施するなど環境面に十分配慮して進めてまい

ります。 

104 対象事業の目的と内容 

ターミナル施設も新しく作る場所には川が流れていま

すが,これはどうするのでしょうか。地下にボックスカル

バートで埋めるのであれば,日光が届かなくなり今の生態

系が維持されるとは思えないのですが,この点は予測・評

価されているのでしょうか。 

 加治屋川のターミナル施設計画地の区間について

は，既存の滑走路下のボックスカルバートを延伸さ

れる形で暗渠化することになります。暗渠の出現は

新設ではなく、既存の暗渠環境が延伸されるもので

あるため、著しい変化が生じるものではないと考え

ます。また、既存の暗渠との連続性については、専

門家ヒアリングを踏まえ水生生物の遡上等に配慮

し、既設のボックスカルバートとの連続性を阻害し

ない形状を維持する保全対策により河川生態系への

影響の低減を図る計画です。 

105 事業実施区域及び周囲の概況 

屋久島の海は,生物多様性の観点から重要度の高い海域

に指定されています。このことを記載すべきと思いま

す。 

 環境省において屋久島沿岸域は自然性及び典型

性・代表性が高い理由から、生物多様性の観点から

重要度の高い海域として抽出されていることについ

て，評価書作成時に，地域の概況等に追記します。 
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106 生態系 

工事の実施に関して,工事用照明の影響と資材運搬車両

の影響だけを予測していますが,工事による騒音や排気な

どによる影響も予測すべきではないでしょうか。 

土地及び工作物の存在及び供用についても,飛行機の騒

音や排気による影響も予測すべきと思います。 

 工事の実施に伴う生態系への影響については、方

法書において雨水排水に伴う濁水のみを影響要因と

して設定し、手続きを経て環境影響評価の対象を決

定させていただきました。その後、夜間工事を行う

ことや資機材運搬車両が多く走行する計画となった

ため、準備書において工事用照明及び資機材運搬車

両の影響について予測・評価の対象に追加しまし

た。 

 なお、大気質の変化による生態系への影響は、類

似の事例や既存の知見がほとんどないため具体的な

予測は困難であると考えます。 

 ただし、工事による土地の改変等の直接的な環境

改変の方が生態系に及ぼす影響が大きいと考えられ

るため、工事に伴う騒音や排出ガスが生態系に及ぼ

す影響を含んだ内容と考えます。 

 また、土地及び工作物の存在及び供用に伴う生態

系への影響については、延伸後は，1 日 1 往復程度

のジェット機の運航の増加となる見込みであるこ

と，また，滑走路延伸に伴う改変範囲で鳥類や哺乳

類の重要種の繁殖に係る行動が確認されていないこ

と及び周辺樹林等に類似の生息環境が残存し、一時

的に騒音等の影響を受けた場合でも移動して生息が

持続できるため生態系は維持されると予測されま

す。そこで、航空機の運航に伴う動物への影響につ

いては、直接的に影響が生じるおそれがある重要な

鳥類へのバードストライク発生のおそれのみを影響

要因として設定しており、航空機の騒音や排気ガス

の影響は影響要因として取り上げておりません。 

107 生態系 

ノコギリクワガタについて工事用照明の影響ありとし

ていますが,夜間に多くの資材運搬車両が走行する計画と

なっていますので,そもそも夜間に交通量が多い道路とは

思えませんので,工事の車両のライトによる影響が懸念さ

れます。資材運搬車両のライトによる影響も予測すべき

と思います。 

 夜間照明の影響については、夜間に広い範囲を造

成する工事区域への夜間照明を対象としています。

資機材等搬入車両は昼夜に分散して走行するため、

影響が生じるおそれが大きい造成工事を代表して予

測・評価を行っております。工事区域への夜間照明

については、周辺への漏洩を極力抑制し、影響を低

減する考えです。資機材運搬車両の夜間走行にあた

っても、同様に安全性に支障がない範囲で不要な照

明を抑制するなどの措置の実施を徹底します。 

108 動物、生態系 

いずれにしても,屋久島のオキナワキノボリトカゲにつ

いては,外来種対策,爬虫類の専門家の方が動向を見守っ

ている現状になるので,必ずその助言を積極的に入れなが

ら計画を進めていかなければならない。 

固有の生態系を理由に世界遺産の島となった屋久島で,

昆虫類に大きな捕食圧をかけるうえ,人目にもつく大きな

移入種が全島に拡散したり,屋久島からさらに他地域に拡

散させるようなことになっては目も当てられない。 

 オキナワキノボリトカゲの拡散防止に当たって

は，関係機関と調整した上で、専門家や地域の方の

ご協力をいただきながら対応していきたいと考えて

おります。 

 工事の際は，屋久島でのオキナワキノボリトカゲ

の駆除・拡散防止に関わっている専門家等の助言を

得て駆除実施方法や拡散防止対策を検討します。ま

た、工事時においては、オキナワキノボリトカゲの

特性や防除の意義を工事関係者に徹底し，駆除や拡

散防止に努めます。 

 また，成育地域や捕獲方法などの情報の取り扱い

についても注意します。 
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109 ◎ジェット機による騒音被害による動植物の影響

と,人への騒音被害 

ザトウクジラやイルカ,絶滅危惧種のサシバ,その

他多くの動物たちへの影響。 

クジラがいなくなると私達の海,生態系にも影響

ができて,海に依存している人間にとっても影響が

あります。 

 「航空機騒音に係る環境基準について」（環境省告

示）により、航空機騒音の評価量として Lden が採用さ

れており、航空機騒音の継続時間や発生時間帯の違い、

地上騒音等の寄与を考慮した総暴露量の評価となってお

ります。 

 延伸後は，1 日 1 往復程度のジェット機の運航の増加

となる見込みであること，また，特に影響を受けやすく

なる鳥類や哺乳類の繁殖に係る行動が確認されていない

ことから、航空機の運航に伴う動物への影響について

は、重要な鳥類へのバードストライク発生のおそれのみ

を影響要因として設定しており、騒音影響は影響要因と

して取り上げておりません。方法書にこのようにお示し

させていただき、手続きを経て環境影響評価の対象を決

定させていただきました。 

 なお、現在のプロペラ機と将来就航予定のジェット機

の騒音レベルの差は，離陸時が最も大きく，離陸地点付

近で，最大で 10 数 dB 程度と想定しています。また、ジ

ェット機から受音点までの距離が大きくなるとその差は

小さくなる傾向にあり，上空飛行時における地上付近の

騒音レベルの差は数 dB 程度と想定されます。そのた

め、ジェット機の飛行により，海上において、騒音レベ

ルが現在よりも大きくなることは考えられますが、最大

でも数 dB 程度以下になると想定されます。さらに，海

面での反射等により，海中に到達する騒音は減少するた

め，今回の就航するジェット機による水中の音圧は，魚

類の忌避・逃避が生じるとされる 140dB（畠山ら 1997）

を超えないと想定されるため，海域動物への影響はほと

んど生じないものと考えます。 

110 (b)周辺の自然環境,生物への影響 

(1-b)屋久島は世界自然遺産にも登録された,人間

と野生動植物,自然が共生する島です。滑走路延伸

やジェット機の導入により,今,保たれている状態は

大きく崩れるでしょう。 

今のままのプロペラ機による静かな,適度な発着

数が現在の自然のバランスを保っていると思いま

す。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，観光，

産業などの振興・発展を図る上からも極めて重要な社会

基盤であると考えております。滑走路延伸については，

地元屋久島町からの要望を受けて県がその整備に向けて

現在取り組んでいます。令和元年度に実施したＰＩ（ﾊﾟ

ﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ）活動では，寄せられた御意見の約９

割が整備を推進という結果となっており，有識者による

第三者委員会からは，ＰＩ活動が適正に行われており，

意見の集約ができたとの評価を受け，住民の方々の合意

形成が図られたと判断し，滑走路延伸の取組を継続して

いるところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏まえ，

環境保全措置を適切に実施するなど環境面に十分配慮し

て進めてまいります。 
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111 2 .間接的な将来への影響 

私は自然豊かな,野生動植物と共生できる移住先を何年

も探していましたが,見つからず,たまたま知り合った北

海道在住の世界的に有名な野生動物写真家より,日本では

北海道以外では,屋久島か秋田,岩手の白神山地,他の場所

は自然は失われてしまったと教えてもらいました。 

屋久島を訪れ,北海道のように広大ではないけれど,自

然と人間の距離の近さ,多様な動植物と自然環境を見て移

住を決め,5 月に神奈川から移住してきました。 

日本全国の自然を見てきましたが,自然林はほぼ伐採さ

れ,下草も生えていない杉山ばかり,地方の至る所にメガ

ソーラーが建設されているのを目の辺りに見ました。 

また,石垣島から屋久島安房へ移住してきたご夫婦は,

石垣島は中国人の不動産ブローカーばかりで,それがいや

で,屋久島へ移ったと言っていました。 

 屋久島空港は，島民の生活を支えるとともに，観

光，産業などの振興・発展を図る上からも極めて重

要な社会基盤であると考えております。滑走路延伸

については，地元屋久島町からの要望を受けて県が

その整備に向けて現在取り組んでいます。令和元年

度に実施したＰＩ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾎﾞﾙﾌﾞﾒﾝﾄ）活動で

は，寄せられた御意見の約９割が整備を推進という

結果となっており，有識者による第三者委員会から

は，ＰＩ活動が適正に行われており，意見の集約が

できたとの評価を受け，住民の方々の合意形成が図

られたと判断し，滑走路延伸の取組を継続している

ところです。 

 空港整備については，環境影響評価の結果を踏ま

え，環境保全措置を適切に実施するなど環境面に十

分配慮して進めてまいります。 

112 景観 

方法書でも知事から景観構成要素,水平見込角,仰角に

よる予測評価を行うべきと意見がでているので,それぞれ

の値を記載すべき思います。 

 方法書手続においては「（前略）空港及び土砂採

取場所について、フォトモンタージュ等を作成し、

垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮し

た客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏ま

え、眺望景観等への影響を回避又は低減するこ

と。」との知事意見がありました。 

 そこで、P4-5 に記載のとおり、景観資源を視認

できる愛子岳山頂からの眺望景観についてフォトモ

ンタージュを作成して予測、評価を行いました。予

測の結果、土砂採取区域及び空港ビル等を視認する

ことが可能ですが、眺望地点から空港ビルまでの距

離が約 6 ㎞あること、新設される空港ビルの階数は

1 階または 2 階建てを想定しているため、垂直方向

の景観変化がほとんどないことから、垂直見込角の

予測は行っておりません。 

 愛子岳山頂から土砂採取区域までは約 4 ㎞、滑走

路延伸区域までの距離は約 6 ㎞であり、眺望景観に

占める改変区域の範囲は小さいため、影響の程度は

小さいものと考えます。 

 なお，愛子岳山頂を除く主要な眺望地点からは滑

走路延伸区間や空港ビル等の建築物等が視認できな

いため、フォトモンタージュ作成及び垂直見込み角

等の予測は行っておりません。 

 ただし、ご意見を踏まえ、定量的な指標をもとに

より分かりやすい予測及び評価とするために、評価

書では水平見込角及び垂直見込角を示すことを検討

します。 

113 景観 

調査位置 Y4 における写真では,滑走路の延伸部が樹木

に隠れてしまっています。同じ調査地点であっても少し

ずれれば,樹木に隠れないように撮影することは可能と思

いますので,樹木などが重ならない地点で改めて写真を撮

影し,予測評価を再度行うべきと思います。 

 環境影響評価では，主要な眺望点として，不特定

多数かつ多数の者が利用している眺望点を調査，予

測及び評価の対象としています。現地調査において

は、現況の空港範囲をより広く視認できる地点で撮

影を行いました。 

114 景観 

調査地点 Y2 は工事区域の近くですが,延伸部は植物に

よって隠れて見えません。工事実施により植物がなくな

り眺望可能となることはないのでしょうか。また,草刈り

などを行った後であれば見えるということなら,見える前

提で予測すべきではないでしょうか。 

 対象事業実施区域に含まれますが、伐開除根等の

改変区域ではないことから、調査、予測及び評価の

結果のとおりです。 

115 景観 

屋久島町役場が改変区域の近傍に存在していますが,町

役場は多数の町民が利用するので町役場からの眺望につ

いても調査・予測・評価をすべきではないでしょうか。 

 令和元年に建設された町役場からの眺望について

は踏査の結果、視認できないことから調査地点には

選定していません。 

  



 

-30- 

 

 

No. 意見の概要 事業者見解 

116 景観 

人と自然との触れ合いの活動の場で屋久島空港沖合を

釣りスポットとして予測地点として選定しているのだか

ら,景観についても屋久島空港沖合からの景観を予測評価

すべきと思います。 

 屋久島空港沖合については，釣りスポットとして

の利用場であり，水面を注視するような視点での利

用が主であることから，主要な眺望点に該当しない

と考えられるため，景観の調査，予測地点としてお

りません。 

117 景観 

景観の予測では,離着陸する飛行機の様子もモンタージ

ュに入れて予測すべきと思います。 

また,滑走路の延長で近くの民家や民宿などから離着陸

する飛行機より近くから見えるようになり圧迫感を感じ

るようになるのではないかと懸念しています。滑走路に

近い位置にある民家などから飛行機がどのように見える

のかを予測評価すべきと思います。 

 延伸後は，1 日 1 往復程度のジェット機の運航の

増加等となる見込みです。 

 また、新たに運航が想定されるジェット機は、現

在運航しているプロペラ機に比べて眺望点からの距

離を考慮すると、極端に大きくはなりません。滑走

路の延伸にともない、離着陸位置は変化することが

考えられますが、飛行機のサイズが極端に大きくな

らないことから、圧迫感を生じさせるものではない

と考えております。 

 このような便数の増加の程度及び機体のサイズも

踏まえ、ジェット機の運航が景観変化の要因になる

とは考えにくいことから、飛行機の見え方について

は対象としておりません。 

118 景観 

航空灯火の設置等による景観への影響について,飛行場

及びその施設の存在及び供用時の眺望景観の予測・評価

を行いうべきと思います。 

 滑走路延伸後の運用時間は午前 8 時 30 分から午

後 7 時 30 分までであり，現状から変更しない計画

です。季節によっては，日没後の時間帯に運航する

可能性がありますが、その時間は限定的です。 

 灯火類の設置位置や範囲は変化がありますが、上

述の理由から，夜間の著しい景観変化の可能性はほ

とんどないと考えております。 

 また、主要な眺望地点のうち、眺望景観変化の可

能性がある愛子岳においては、登山は主に日中の活

動であり、夜間登山はほとんどないと想定されるた

め夜間の景観は予測対象としていません。 

119 人と自然との触れ合いの活動の場 

工事のトラックの通行により,特にゴールデンウィーク

や夏休みなどの繁忙期は渋滞等が生じる懸念がありま

す。工事の車両による交通量通行量の増加の影響につい

ても予測評価を行うべきと考えます。 

 工事車両は通勤時間帯等の混雑時と可能な限り重

ならないよう配慮する計画であり、移動経路の分断

等の影響は想定されないため対象としていません。 

120 人と自然との触れ合いの活動の場 

早崎鉱山跡地への通路の確保について,保護策の部分開

放または外周通路の整備としていますが,評価書作成まで

にどちらの方法かを決定し外周通路の整備するのであれ

ば,その影響やどのようなものかを評価書に盛り込むべき

と思います。 

 環境影響評価の結果を踏まえて、今後の詳細な検

討の中で適切な方法を選定してまいります。 

121 人と自然との触れ合いの活動の場 

滑走路延伸区域にある喜三次川は,希少なハゼやエビ類

など水棲生物の生息地であり,釣り,ピクニック,犬の散

歩,子どもたちの水遊びなど,住民の重要な場所でありま

す。 

滑走路延伸に伴う工事で,喜三次川へ行く道が閉ざされ

てしまうのではないかと不安に感じています。滑走路延

伸後も変わりなく川での様々な活動ができるよう,整備へ

の配慮を求めます。 

 県道から喜三次川河口までの通路については，空

港北西部の延伸上にあることから，ご意見を踏ま

え，評価書においては，「喜三次川河口部」を「人

と自然との触れ合いの活動の場」に追加し，代替通

路の整備等について，今後検討してまいります。 
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122 P13 の廃棄物について 

廃棄物における再資源化が,ほぼ９割を超えています。

それがどの様に行われるのか,詳細が示されておりませ

ん。どの様に再利用するのか,予算はいくらくらいかかる

のか,島内における再利用は可能なのか？ 

表における最終処分量の値は,どれくらい正確なのか？ 

 工事により発生する建設副産物は、極力再資源化

することとし、関係法令に基づき適切に処理しま

す。 

 アスファルト・コンクリート塊，コンクリート塊

は，再生アスファルトや再生砕石に，伐採木は，利

用可能なものは基本的に売却し，売却できないもの

は木材チップに再資源化します。 

 基本的に島内で再資源化することとしております

が，島内に処理施設がない場合においては島外で処

理します。 

 準備書にお示ししている現在の最終処分量等は，

基本計画策定時に算出した概略の値であり，今後，

事業実施段階に詳細な測量設計を実施し，算出する

こととしております。 

123 廃棄物 

建設副産物の発生量がいきなり予測結果で示されてい

ますが,これはどのようにして求められているのでしょう

か。また,建設発生土が発生し処分することとなっていま

すが,工事全体で土が不足しているのだから工事に用いれ

ばよいのではないでしょうか。もし,処分が必要なのであ

れば,違法に捨てられた土が問題になっていますので,ど

こにどのように捨てるかを記載すべきではないでしょう

か。 

 準備書にお示ししている建設副産物の量は、基本

計画において推定した値です。また、建設発生土に

ついては、可能な土砂は使用しますが、草混じり土

砂類等再利用が困難な土砂類等は処分等を行う計画

です。なお、処理先については現時点で詳細は決定

していませんが、廃棄物処理法等に基づき適切に対

応します。 

124 事業実施区域及び周囲の概況 

図 3.2-15 で埋蔵文化財包蔵地の位置を示しています

が,すべて点で表示されています。指定されている範囲が

わかるように記載すべきと思います。また,飛行場の位置

だけでは,埋蔵文化財法蔵置を工事するかわからないの

で,工事で改変される範囲との重ね合わせた図も示すべき

と思います。 

 ご意見を踏まえ、評価書第３章等の関係箇所に、

対象事業実施区域と重複する範囲の埋蔵文化財包蔵

地をお示しします。また、その埋蔵文化財包蔵地

と，改変範囲との重ね合わせ図等をお示しします。 

125 その他 

対象事業実施区域内に埋蔵文化財包蔵地がありますが,

この地点は改変されるのでしょうか。改変される場合は,

事前に発掘調査を行うべきではないでしょうか。 

 埋蔵文化財については，既に分布調査を文化財部

局と実施済みであり，事業着手後，当該箇所の伐採

等を行った上で，試掘調査を行うこととしておりま

す。その結果をもって発掘調査が必要かを判断する

方向で文化財部局と協議済です。 
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126 ・表 6.8.141(3)「改変区域外に搬出する伐採木に,本種

が付着している場合,分布の拡大につながるおそれがあ

ることから,搬出する伐採木の目視確認や玉切り等の適

切な処理の実施を工事作業員に周知し,外来種の拡散防

止に努める。」とあり,本問題も考慮されている点は評

価できると思います。 

・しかし,極めて警戒心の強い動物であり,葉の裏や木の

皮の下等に隠れられると,目視での確認には限界があり

ます。また,木材チップ,伐採木に付着する土や工事車

両・資材の中にも紛れ込む可能性も高く,伐採木だけの

確認では不十分です。これに幼体や卵も加わると,専門

家が探しても発見できないことのほうが多くなりま

す。したがって,仮置き場は必ず工事区画内に設け,不

要な移動を極力制限する等,より具体的でより綿密な対

策が望まれます。 

・エ事作業員へ周知も書かれていますが,他の地域ではそ

れが実際の現場作業員まで徹底されていないという話

も聞きます。また,安易な掲示等が逆に本種の生息場所

を知らせる結果となり,愛好家やペット業者による不適

切な採集や売買の対象になることもあります。行政側

から現場監督等への強い指導が望まれます。 

・ 6-15「専門家による技術的助言」については,「調査

において,鹿児島指定外来種であるオキナワキノボリト

カゲ確認されている。本種が付着したまま伐採木を搬

出すると外来種の分布拡大につながることから,可能な

範囲で留意すること。」とのみで,本種の引き起こす具

体的な問題が提示されておらず,専門家の意見としては

不十分です。 

・数年間の駆除活動を行ってきましたが,駆除活動には限

界があり,せいぜい分布拡大を遅くすることで精一杯で

す。可能であれば,工事前に予算をつけて集中的に駆除

を行い(宮崎県では実績あり),個体数を減らすべきで

す。 

 具体的な情報や留意事項をご提供いただき、あり

がとうございます。オキナワキノボリトカゲの拡散

防止に当たっては，関係機関と調整した上で、専門

家や地域の方のご協力をいただきながら対応してい

きたいと考えております。 

 工事の際は，屋久島でのオキナワキノボリトカゲ

の駆除・拡散防止に関わっている専門家等の助言を

踏まえ駆除実施方法や拡散防止対策を検討します。

また、工事時においては、オキナワキノボリトカゲ

の特性や防除の意義を工事関係者に徹底し，駆除や

拡散防止に努めます。 

 また，成育地域や捕獲方法などの情報の取り扱い

についても注意します。 
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別紙3 
インターネットによるお知らせ（鹿児島県HP） 
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インターネットによるお知らせ（屋久島町HP） 
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